
 

 

２２京大施環化第 ２４ 号 

令 和 ４ 年 ７ 月 １ ５ 日 

 

原子力規制委員会 殿 

 

 

                              住所 京都府京都市左京区吉田本町３６番地１ 

                                     氏名 国立大学法人京都大学 

                       学 長  湊  長 博    

 

 

 

核燃料物質使用変更承認申請書の一部補正について 

 

 

 

  核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号）第

５５条第１項の規定に基づき、令和３年１０月１日付け２１京大施環化第６４号をもって申

請した核燃料物質使用変更承認申請書を別紙のとおり一部補正致します。 

 

 

  



別 紙 

 

１．名称及び住所並びに代表者の氏名 

名 称 国立大学法人 京都大学 

住 所 京都府京都市左京区吉田本町３６番地１ 

代 表 者 の 氏 名 学 長  湊  長 博 

 

 

２．事業所の住所及び名称 

住 所 大阪府泉南郡熊取町朝代西２－１０１０ 

名 称 京都大学複合原子力科学研究所 

 

 

３．補正の内容 

（１） 特別核燃料貯蔵室に係る以下の内容を変更 

① 使用の目的及び使用の方法から高濃縮ウランの記載を削除 

② 高濃縮ウラン減量に伴う年間予定使用量の変更 

③ 高濃縮ウラン減量に伴い、閉じ込めの機能、遮蔽その他の事項に関する使

用施設、貯蔵施設及び廃棄施設の位置、構造及び設備の記載を非該当施設

に合わせた内容に変更 

④ 共通編として、使用施設等の保安のための業務に係る品質管理に必要な体

制の整備に関する説明書等を集約 

⑤ 実効線量評価結果の見直し 

（２） 臨界集合体棟に係る以下の内容を変更 

① 使用の目的及び使用の方法の追加 

② 使用設備として、ガンマ線検出器を追加 

③ 共通編として、使用施設等の保安のための業務に係る品質管理に必要な体

制の整備に関する説明書等を集約 

④ 実効線量評価結果の見直し 

（３） 記載の適正化 

 

 

 



４．補正の理由 

（１） 特別核燃料貯蔵室に係る補正の理由は以下のとおり 

① 高濃縮ウランの減量により、使用の目的と方法に高濃縮ウランの記載が不要

となったため 

② 高濃縮ウランが減量されたため 

③ 高濃縮ウランの減量に伴い、令４１条非該当施設となったため 

④ 各棟で共通する事項を集約化するため 

⑤ 実効線量の見直しを行ったため 

（２） 臨界集合体棟に係る補正の理由は以下のとおり 

① 追加する U-Mo合金の使用に係る使用の目的と方法が必要になったため 

② ①の使用の目的及び方法の追加に伴い、使用設備を追加する必要が生じた 

ため 

③ 各棟で共通する事項の集約化をするため 

④ 実効線量の見直しを行ったため 

（３） 記載を適正化するため 

 

 

 



京都大学複合原子力科学研究所 核燃料物質使用施設変更承認申請書 新旧対照表 

別紙－1 

変更前 変更後 備考 
別添 

Ⅰ 原子炉棟研究炉室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別添 

Ⅰ 原子炉棟研究炉室 

目次 

1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その

代表者の氏名 

 Ⅷ 共通編のとおり 

2. 使用の目的及び方法  変更なし 

3. 核燃料物質の種類  変更なし 

4. 使用の場所  変更なし 

5. 予定使用期間及び年間予定使用量  変更なし 

6. 使用済燃料の処分の方法  変更なし 

7. 核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備  変更なし 

8. 核燃料物質の貯蔵施設の位置、構造及び設備  変更なし 

9. 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の

廃棄施設の位置、構造及び設備 

 変更なし 

10. 使用施設等の保安のための業務に係る品質管理に必

要な体制の整備に関する事項 

 Ⅷ 共通編のとおり 

11 添付書類（原子炉等規制法施行令第 38 条第 2 項に

定める書類） 

  

11-1 使用施設等の位置、構造及び設備の基準に対する適

合性に関する説明書 

 追加事項なし 

11-2 想定される事故の種類及び程度並びにこれらの原因

又は事故に応ずる災害防止の措置に関する説明書 

 （該当しない） 

11-3 核燃料物質の使用に必要な技術的能力に関する説明

書 

 Ⅷ 共通編のとおり 

11-4 使用施設等の保安のための業務に係る品質管理に必

要な体制の整備に関する説明書 

 Ⅷ 共通編のとおり 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



京都大学複合原子力科学研究所 核燃料物質使用施設変更承認申請書 新旧対照表 

別紙－2 

変更前 変更後 備考 
Ⅱ 原子炉棟ホットラボラトリ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 原子炉棟ホットラボラトリ 

目次 

1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代

表者の氏名 

 Ⅷ 共通編のとおり 

2. 使用の目的及び方法  変更なし 

3. 核燃料物質の種類  変更なし 

4. 使用の場所  変更なし 

5. 予定使用期間及び年間予定使用量  変更なし 

6. 使用済燃料の処分の方法  変更なし 

7. 核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備  変更なし 

8. 核燃料物質の貯蔵施設の位置、構造及び設備  変更なし 

9. 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の

廃棄施設の位置、構造及び設備 

 変更なし 

10. 使用施設等の保安のための業務に係る品質管理に必

要な体制の整備に関する事項 

 Ⅷ 共通編のとおり 

11 添付書類（原子炉等規制法施行令第 38 条第 2 項に定

める書類） 

  

11-1 使用施設等の位置、構造及び設備の基準に対する適合

性に関する説明書 

 追加事項なし 

11-2 想定される事故の種類及び程度並びにこれらの原因

又は事故に応ずる災害防止の措置に関する説明書 

 （該当しない） 

11-3 核燃料物質の使用に必要な技術的能力に関する説明

書 

 Ⅷ 共通編のとおり 

11-4 使用施設等の保安のための業務に係る品質管理に必

要な体制の整備に関する説明書 

 Ⅷ 共通編のとおり 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



京都大学複合原子力科学研究所 核燃料物質使用施設変更承認申請書 新旧対照表 

別紙－3 

変更前 変更後 備考 
Ⅲ トレーサ棟 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ トレーサ棟 

目次 

1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代

表者の氏名 

 Ⅷ 共通編のとおり 

2. 使用の目的及び方法  変更なし 

3. 核燃料物質の種類  変更なし 

4. 使用の場所  変更なし 

5. 予定使用期間及び年間予定使用量  変更なし 

6. 使用済燃料の処分の方法  変更なし 

7. 核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備  変更なし 

8. 核燃料物質の貯蔵施設の位置、構造及び設備  変更なし 

9. 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の

廃棄施設の位置、構造及び設備 

 変更なし 

10. 使用施設等の保安のための業務に係る品質管理に必

要な体制の整備に関する事項 

 Ⅷ 共通編のとおり 

11. 閉じ込めの機能、遮蔽その他の事項に関する使用施

設、貯蔵施設及び廃棄施設の位置、構造及び設備 

 変更なし 

12 添付書類（原子炉等規制法施行令第 38 条第 2 項に定

める書類） 

  

12-1 使用施設等の位置、構造及び設備の基準に対する適合

性に関する説明書 

 変更なし 

12-2 想定される事故の種類及び程度並びにこれらの原因

又は事故に応ずる災害防止の措置に関する説明書 

 （該当しない） 

12-3 核燃料物質の使用に必要な技術的能力に関する説明

書 

 Ⅷ 共通編のとおり 

12-4 使用施設等の保安のための業務に係る品質管理に必  Ⅷ 共通編のとおり 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



京都大学複合原子力科学研究所 核燃料物質使用施設変更承認申請書 新旧対照表 

別紙－4 

変更前 変更後 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要な体制の整備に関する説明書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



京都大学複合原子力科学研究所 核燃料物質使用施設変更承認申請書 新旧対照表 

別紙－5 

変更前 変更後 備考 
Ⅳ 廃棄物処理棟 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ 廃棄物処理棟 

目次 

1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代

表者の氏名 

 Ⅷ 共通編のとおり 

2. 使用の目的及び方法  変更なし 

3. 核燃料物質の種類  変更なし 

4. 使用の場所  変更なし 

5. 予定使用期間及び年間予定使用量  変更なし 

6. 使用済燃料の処分の方法  変更なし 

7. 核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備  変更なし 

8. 核燃料物質の貯蔵施設の位置、構造及び設備  変更なし 

9. 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の

廃棄施設の位置、構造及び設備 

 変更なし 

10. 使用施設等の保安のための業務に係る品質管理に必

要な体制の整備に関する事項 

 Ⅷ 共通編のとおり 

11 添付書類（原子炉等規制法施行令第 38 条第 2 項に定

める書類） 

  

11-1 使用施設等の位置、構造及び設備の基準に対する適合

性に関する説明書 

 追加事項なし 

11-2 想定される事故の種類及び程度並びにこれらの原因

又は事故に応ずる災害防止の措置に関する説明書 

 （該当しない） 

11-3 核燃料物質の使用に必要な技術的能力に関する説明

書 

 Ⅷ 共通編のとおり 

11-4 使用施設等の保安のための業務に係る品質管理に必

要な体制の整備に関する説明書 

 Ⅷ 共通編のとおり 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



京都大学複合原子力科学研究所 核燃料物質使用施設変更承認申請書 新旧対照表 

別紙－6 

変更前 変更後 備考 
Ⅴ 中性子発生装置室 

 

 

 

Ⅴ 中性子発生装置室 

目次 

1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代

表者の氏名 

 Ⅷ 共通編のとおり 

2. 使用の目的及び方法  変更なし 

3. 核燃料物質の種類  変更なし 

4. 使用の場所  変更なし 

5. 予定使用期間及び年間予定使用量  変更なし 

6. 使用済燃料の処分の方法  変更なし 

7. 核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備  変更なし 

8. 核燃料物質の貯蔵施設の位置、構造及び設備  変更なし 

9. 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の

廃棄施設の位置、構造及び設備 

 変更なし 

10. 使用施設等の保安のための業務に係る品質管理に必

要な体制の整備に関する事項 

 Ⅷ 共通編のとおり 

11. 閉じ込めの機能、遮蔽その他の事項に関する使用施

設、貯蔵施設及び廃棄施設の位置、構造及び設備 

 変更なし 

12 添付書類（原子炉等規制法施行令第 38 条第 2 項に定

める書類） 

  

12-1 使用施設等の位置、構造及び設備の基準に対する適合

性に関する説明書 

 変更なし 

12-2 想定される事故の種類及び程度並びにこれらの原因

又は事故に応ずる災害防止の措置に関する説明書 

 （該当しない） 

12-3 核燃料物質の使用に必要な技術的能力に関する説明

書 

 Ⅷ 共通編のとおり 

12-4 使用施設等の保安のための業務に係る品質管理に必  Ⅷ 共通編のとおり 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 



京都大学複合原子力科学研究所 核燃料物質使用施設変更承認申請書 新旧対照表 

別紙－7 

変更前 変更後 備考 
要な体制の整備に関する説明書 

 

 

 

 

 



京都大学複合原子力科学研究所 核燃料物質使用施設変更承認申請書 新旧対照表 

別紙－8 

変更前 変更後 備考 
Ⅵ 臨界集合体棟 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

名    称 国立大学法人 京都大学 

住    所 京都市左京区吉田本町 

代表者の氏名 総長 松本 紘 

 

 

Ⅵ 臨界集合体棟 
 

目次 

 

１．氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

Ⅵ-2 

２．使用の目的及び方法 

 

Ⅵ-3 

３．核燃料物質の種類 

 

Ⅵ-5 

４．使用の場所 

 

Ⅵ-6 

５．予定使用期間及び年間予定使用量 

 

Ⅵ-7 

６．使用済燃料の処分の方法 

 

Ⅵ-8 

７．核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備 

 

Ⅵ-10 

８．核燃料物質の貯蔵施設の位置、構造及び設備 

 

Ⅵ-12 

９．核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄施設の位置、構造及び設備 

 

Ⅵ-13 

１０．使用施設等の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項 

 

Ⅵ-17 

１１．閉じ込めの機能、遮蔽その他の事項に関する使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設の位

置、構造及び設備 

 

Ⅵ-18 

１２．添付書類（原子炉等規制法施行令第 38 条第 2 項に定める書類） 

 

Ⅵ-39 

 

 

１．氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

Ⅷ 共通編の１のとおり 

 

 
 
 
 
 

 

 

記載の

適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の

適正化 

 

 

 

 



京都大学複合原子力科学研究所 核燃料物質使用施設変更承認申請書 新旧対照表 

別紙－9 

変更前 変更後 備考 
２．使用の目的及び方法 

 

形状変更を伴わない使用 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

目的番号 使 用 の 目 的 区分 

1 中性子計測のための使用 

１．核分裂計数管 

a) 臨界実験装置の核計測に用いる。 

b) 臨界実験装置の起動用及び中性子モニタとして用いる。 

 

 

 

 

目的番号 使 用 の 方 法 使用する核燃料物質の種類 

1 １．核分裂計数管 

a) 臨界実験装置の制御系統の一部に用いる。 

b) 臨界実験装置の起動用及び中性子モニタとして用いる。 

 

a) 濃縮ウラン 

b) 濃縮ウラン 

 天然ウラン 

 劣化ウラン 

 ウラン 233 

 トリウム 

 プルトニウム 

２．使用の目的及び方法(注 5,6) 

 
 
 

形状変更を伴わない使用 

目的番号 使 用 の 目 的 

１ 中性子計測のための使用 

１．核分裂計数管 

a) 臨界実験装置の核計測に用いる。 

b) 臨界実験装置の起動用及び中性子モニタとして用いる。 

目的番号 使 用 の 方 法 使用する核燃料物質の種類 

１ １．核分裂計数管 

a) 臨界実験装置の制御系統の一部に用いる。 

b) 臨界実験装置の起動用及び中性子モニタとして用いる。 

 

 

a)濃縮ウラン 

b)濃縮ウラン 

天然ウラン  

劣化ウラン 

ウラン 233 

トリウム 

プルトニウム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



京都大学複合原子力科学研究所 核燃料物質使用施設変更承認申請書 新旧対照表 

別紙－10 

変更前 変更後 備考 
 
目的番号 使 用 の 目 的 区分 

1 ２．中性子検出箔 

臨界実験装置において中性子束モニタ及び中性子反応断

面積測定に用いる。 

 

 

目的番号 使 用 の 方 法 使用する核燃料物質の種類 

1 ２．中性子検出箔 

中性子検出箔（U, U-Al, UO2, Th, Th-Al, ThO2）を、臨

界実験装置において中性子束モニタ及び中性反応断面積

測定のために用いる。 

 

濃縮ウラン 

天然ウラン 

劣化ウラン 

ウラン 233 

トリウム 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

目的番号 使 用 の 目 的 

2 中性子計測のための使用 

２．中性子検出箔 

  臨界実験装置等において中性子束モニタ及び中性子反応断面積測定に用いる。 

目的番号 使 用 の 方 法 使用する核燃料物質の種類 

2 ２．中性子検出箔 

中性子検出箔（U, U-Al, UO2, U-Mo, Th, Th-Al, ThO2）を、

臨界実験装置等において中性子束モニタ及び中性子反応断面

積測定のために用いる。 

 

濃縮ウラン 

天然ウラン 

劣化ウラン 

ウラン 233 

トリウム   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の

適正化 

 

 

 

U-Mo

の追加

に伴う

変更 

 

記載の

適正化 
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変更前 変更後 備考 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

目的番号 使 用 の 目 的 

４ 原子炉物理研究 

１．臨界実験装置等の体系内に挿入し、核特性を実験的に求める。 

２．ガンマ線検出器を用いて核燃料から放出される放射線を測定する。 

目的番号 使 用 の 方 法 使用する核燃料物質の種類 

４ 原子炉物理研究 

１．臨界実験装置等の体系内に挿入し、体系にある中性子検出

器を用いて核特性（反応度等）測定を行う。 

 

 

 

 

２．総合測定室にあるガンマ線検出器等を用いてポリエチレン

製の容器等に密封された試料から出る放射線を測定する。 

 

 

１．濃縮ウラン 

天然ウラン 

劣化ウラン 

ウラン 233 

トリウム 

 

2． 濃縮ウラン 

天然ウラン 

劣化ウラン 

ウラン 233 

トリウム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U-Mo

追加に

伴う変

更 
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変更前 変更後 備考 
３．核燃料物質の種類 

核燃料物質の種類 化合物名称 主な化学形 性状 

劣化ウラン 金属ウラン 

酸化ウラン 

硝酸ウラニル 

ウランの合金 

U 

U3O8 

UO2(NO3)2∙6H2O 

U-Al 

固体 

固体 

液体 

固体 

天然ウラン 金属ウラン 

酸化ウラン 

硝酸ウラニル 

ウランの合金 

U 

U3O8 

UO2(NO3)2∙6H2O 

U-Al 

固体 

固体 

液体 

固体 

濃縮ウラン 

（濃縮度 90%以上） 

金属ウラン 

酸化ウラン 

硝酸ウラニル 

ウランの合金 

U 

U3O8 

UO2(NO3)2∙6H2O 

U-Al 

固体 

固体 

液体 

固体 

濃縮ウラン 

（濃縮度 20%以上～90%未満） 

金属ウラン 

酸化ウラン 

硝酸ウラニル 

ウランの合金 

U 

U3O8 

UO2(NO3)2∙6H2O 

U-Al 

固体 

固体 

液体 

固体 

濃縮ウラン 

（濃縮度 5%以上～20%未満） 

金属ウラン 

酸化ウラン 

硝酸ウラニル 

ウランの合金 

U 

U3O8 

UO2(NO3)2∙6H2O 

U-Al 

固体 

固体 

液体 

固体 

濃縮ウラン 

（濃縮度 5%未満） 

金属ウラン 

酸化ウラン 

硝酸ウラニル 

ウランの合金 

U 

U3O8 

UO2(NO3)2∙6H2O 

U-Al 

固体 

固体 

液体 

固体 

３．核燃料物質の種類 

核 燃 料 物 質 

の 種 類 

(注 7) 

劣化ウラン 

（密封・非密封） 

天然ウラン 

（密封・非密封） 

濃縮ウラン 

（濃縮度 90%以上） 

（密封・非密封） 

濃縮ウラン 

（濃縮度 20%以

上～90%未満） 

（密封・非密封） 

化  合  物  の  名 

称 

(注 8) 

金属ウラン 

酸化ウラン 

硝酸ウラニル 

ウランの合金 

金属ウラン 

酸化ウラン 

硝酸ウラニル 

ウランの合金 

金属ウラン 

酸化ウラン 

硝酸ウラニル 

ウランの合金 

金属ウラン 

酸化ウラン 

硝酸ウラニル 

ウランの合金 

化 学 形 等 

(注 9) 

U 

U3O8 

UO2(NO3)2∙6H2O 

U-Al 

U 

U3O8 

UO2(NO3)2∙6H2O 

U-Al 

U 

U3O8 

UO2(NO3)2∙6H2O 

U-Al 

U 

U3O8 

UO2(NO3)2∙6H2O 

U-Al 

性  状 （物  理  的  

形  態） 

 (注 10) 

固体 

固体 

液体 

固体 

固体 

固体 

液体 

固体 

固体 

固体 

液体 

固体 

固体 

固体 

液体 

固体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の

適正化 
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変更前 変更後 備考 
ウラン２３３ 金属ウラン 

酸化ウラン 

硝酸ウラニル 

ウランの合金 

U 

U3O8 

UO2(NO3)2∙6H2O 

U-Al 

固体 

固体 

液体 

固体 

トリウム 金属トリウム 

酸化トリウム 

硝酸トリウム 

トリウム合金 

Th 

ThO2 

Th(NO3)4∙4H2O 

Th-Al 

固体 

固体 

液体 

固体 

プルトニウム 金属プルトニウム 

酸化プルトニウム 

硫酸プルトニウム 

プルトニウム合金 

酸化プルトニウム 

酸化プルトニウム 

Pu 

PuO2 

Pu2(SO4)3 

Pu-Al 

PuO2 

PuO2 

固体 

固体 

液体 

固体 

密封線源 

核分裂計数管 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

核 燃 料 物 質 

の 種 類 

(注 7) 

濃縮ウラン 

（濃縮度 5%以上～

20%未満） 

（密封・非密封） 

濃縮ウラン 

（濃縮度 5%未満） 

（密封・非密封） 

ウラン２３３ 

（密封・非密封） 

トリウム 

（密封・非密封） 

化 合 物 の  

名 称 

(注 8) 

金属ウラン 

酸化ウラン 

硝酸ウラニル 

ウランの合金 

金属ウラン 

酸化ウラン 

硝酸ウラニル 

ウランの合金 

金属ウラン 

酸化ウラン 

硝酸ウラニル 

ウランの合金 

金属トリウム 

酸化トリウム 

硝酸トリウム 

トリウム合金 

化 学 形 等 

(注 9) 

U 

U3O8 

UO2(NO3)2∙6H2O 

U-Al 

U-Mo 

U 

U3O8 

UO2(NO3)2∙6H2O 

U-Al 

U 

U3O8 

UO2(NO3)2∙6H2O 

U-Al 

Th 

ThO2 

Th(NO3)4∙4H2O 

Th-Al 

性  状 （物  理  的  

形  態） 

 (注 10) 

固体 

固体 

液体 

固体 

固体 

固体 

固体 

液体 

固体 

固体 

固体 

液体 

固体 

固体 

固体 

液体 

固体 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U-Mo

追加に

伴う変

更 

 

U-Mo

追加に

伴う変

更 
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変更前 変更後 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

核 燃 料 物 質 の 

種 類 

(注 7) 

プルトニウム 

（密封・非密封）（注 a） 

   

化 合 物 の 名 称 

(注 8) 

金属プルトニウム 

酸化プルトニウム 

硫酸プルトニウム 

プルトニウム合金 

酸化プルトニウム 

酸化プルトニウム 

   

化 学 形 等 

(注 9) 

Pu 

PuO2 

Pu2(SO4)3 

Pu-Al 

PuO2 

PuO2 

   

性  状 （物  理  的  形  

態） 

 (注 10) 

固体 

固体 

液体 

固体 

密封線源 

核分裂計数管 

   

（注ａ）密封・非密封の使用量を限定する 
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変更前 変更後 備考 
４．使用の場所 

 

名 称 京都大学原子炉実験所 

所在地 大阪府泉南郡熊取町朝代西二丁目１０１０番地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．使用の場所 

 
 
 

使用施設

の場所 

(注 11) 

京都大学複合原子力科学研究所  大阪府泉南郡熊取町朝代西二丁目１０１０番地 臨界集

合体棟（図２ 施設配置図）の使用施設を図３、４ 臨界集合体棟平面図(１階、２階)に

示す。 

貯蔵施設

の場所 

(注 11) 

京都大学複合原子力科学研究所  大阪府泉南郡熊取町朝代西二丁目１０１０番地 臨界集

合体棟（図２ 施設配置図）の貯蔵施設を図３、４ 臨界集合体棟平面図(１階、２階)に

示す。 

廃棄施設

の場所 

(注 11) 

京都大学複合原子力科学研究所  大阪府泉南郡熊取町朝代西二丁目１０１０番地 臨界集

合体棟（図２ 施設配置図）の廃棄施設を図３、４ 臨界集合体棟平面図(２階)に示す。 
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変更前 変更後 備考 
５．予定使用期間および年間予定使用量 

  臨界集合体棟 

核燃料物質の種類 予定使用期間 
年間予定使用量 

最大存在量 延べ取扱量 

劣化ウラン 
自 平成 24 年 4 月  1 日 

至 平成 27 年 3 月 31 日 
10g 10g 

天然ウラン 
自 平成 24 年 4 月  1 日 

至 平成 27 年 3 月 31 日 
510kg 510kg 

濃縮ウラン 

（濃縮度約 90%以上） 

自 平成 24 年 4 月  1 日 

至 平成 27 年 3 月 31 日 

100g 

(U235:94g) 

100g 

(U235:94g) 

濃縮ウラン 

（濃縮度 20%以上約 90%未満） 

自 平成 24 年 4 月  1 日 

至 平成 27 年 3 月 31 日 

5g 

(U235:4.5g) 

5g 

(U235:4.5g) 

濃縮ウラン 

（濃縮度 5%以上約 20%未満） 

自 平成 24 年 4 月  1 日 

至 平成 27 年 3 月 31 日 

5g 

(U235:1g) 

5g 

(U235:1g) 

濃縮ウラン 

（濃縮度 5%未満） 

自 平成 24 年 4 月  1 日 

至 平成 27 年 3 月 31 日 

5g 

(U235:0.2g) 

5g 

(U235:0.2g) 

ウラン 233 
自 平成 24 年 4 月  1 日 

至 平成 27 年 3 月 31 日 
7g 7g 

トリウム 
自 平成 24 年 4 月  1 日 

至 平成 27 年 3 月 31 日 
358kg 358kg 

プルトニウム 
自 平成 24 年 4 月  1 日 

至 平成 27 年 3 月 31 日 

密 封 0.05g 

非密封 0.05g 

密 封 0.05g 

非密封 0.05g 

 

 

 

 

５．予定使用期間及び年間予定使用量 

 

事 

業 

所 

全 

体 

核 燃 料 物 質 の 種 類 

(注 12) 
劣化ウラン 天然ウラン 

濃縮ウラン 

（濃縮度 90%以上） 

予  定  使  用  期  間 

(注 13) 

自 承認日 

至 令和 7年 3月 31日 

自 承認日 

至 令和 7年 3月 31日 

自 承認日 

至 令和 7年 3月 31日 

年間 

予定 

使用量 

最 大 存 在 量 

(注 14) 

300g 764.214kg 
139g 

(U235:130.5g) 

延 べ 取 扱 量 

(注 15) 

300g 763.1kg 
139g 

(U235:130.5g) 

 

 

施 

 

設 

 

ご 

 

と 

 

 

(注 16) 

核 燃 料 物 質 の 種 類 劣化ウラン 天然ウラン 
濃縮ウラン 

（濃縮度 90%以上） 

予  定  使  用  期  間 
自 承認日 

至 令和 7年 3月 31日 

自 承認日 

至 令和 7年 3月 31日 

自 承認日 

至 令和 7年 3月 31日 

年間 

予定 

使用量  

最 大 存 在 量 10g 510kg 
100g 

(U235:94g) 

延 べ 取 扱 量 10g 510kg 
100g 

(U235:94g) 

３月 間 使 用 量 10g 510kg 
100g 

(U235:94g) 

１日 最 大 使 用 量 10g 510kg 
100g 

(U235:94g) 

 

 

 

 

 

記載の

適正化 

 

記載の

適正化 

(特別核

燃料貯

蔵室の

変更に

伴い) 

 

記載の

適正化 
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変更前 変更後 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 

業 

所 

全 

体 

核 燃 料 物 質 の 種 類 

(注 12) 

濃縮ウラン 

（濃縮度 20%以上 

90%未満） 

濃縮ウラン 

（濃縮度 5%以上 

20%未満） 

濃縮ウラン 

（濃縮度 5%未満） 

予  定  使  用  期  間 

(注 13) 

自 承認日 

至 令和 7年 3月 31日 

自 承認日 

至 令和 7年 3月 31日 

自 承認日 

至 令和 7年 3月 31日 

年間 

予定 

使用量 

最 大 存 在 量 

(注 14) 

25g 

(U235:22.5g) 

1951g 

(U235:386g) 

30g 

(U235:1.2g) 

延 べ 取 扱 量 

(注 15) 

25g 

(U235:22.5g) 

1951g 

(U235:386g) 

30g 

(U235:1.2g) 

 

 

施 

 

設 

 

ご 

 

と 

 

 

(注 16) 

核 燃 料 物 質 の 種 類 

濃縮ウラン 

（濃縮度 20%以上 

90%未満） 

濃縮ウラン 

（濃縮度 5%以上 

20%未満） 

濃縮ウラン 

（濃縮度 5%未満） 

予  定  使  用  期  間 
自 承認日 

至 令和 7年 3月 31日 

自 承認日 

至 令和 7年 3月 31日 

自 承認日 

至 令和 7年 3月 31日 

年間 

予定 

使用量  

最 大 存 在 量 
5g 

(U235:4.5g) 

1921g 

(U235:380g) 

5g 

(U235:0.2g) 

延 べ 取 扱 量 
5g 

(U235:4.5g) 

1921g 

(U235:380g) 

5g 

(U235:0.2g) 

３月 間 使 用 量 
5g 

(U235:4.5g) 

1921g 

(U235:380g) 

5g 

(U235:0.2g) 

１日 最 大 使 用 量 
5g 

(U235:4.5g) 

1921g 

(U235:380g) 

5g 

(U235:0.2g) 

 

 

 

 

 

 

 

記載の

適正化 

 

U-Mo

の追加

に伴う

変更 

 

 

 

 

記載の

適正化 

 

U-Mo

の追加

に伴う

変更 
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変更前 変更後 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 

業 

所 

全 

体 

核 燃 料 物 質 の 種 類 

(注 12) 
ウラン 233 トリウム プルトニウム 

予  定  使  用  期  間 

(注 13) 

自 承認日 

至 令和 7年 3月 31日 

自 承認日 

至 令和 7年 3月 31日 

自 承認日 

至 令和 7年 3月 31日 

年間 

予定 

使用量 

最 大 存 在 量 

(注 14) 

24g 378.625kg 
密 封 0.3g 

非密封 0.65g 

延 べ 取 扱 量 

(注 15) 

24g 378.625kg 
密 封 0.3g 

非密封 0.65g 

 

 

施 

 

設 

 

ご 

 

と 

 

 

(注 16) 

核 燃 料 物 質 の 種 類 ウラン 233 トリウム プルトニウム 

予  定  使  用  期  間 
自 承認日 

至 令和 7年 3月 31日 

自 承認日 

至 令和 7年 3月 31日 

自 承認日 

至 令和 7年 3月 31日 

年間 

予定 

使用量 

最 大 存 在 量 7g 358kg 
密 封 0.05g 

非密封 0.05g 

延 べ 取 扱 量 7g 358kg 
密 封 0.05g 

非密封 0.05g 

３月 間 使 用 量 7g 358kg 
密 封 0.05g 

非密封 0.05g 

１日 最 大 使 用 量 7g 358kg 
密 封 0.05g 

非密封 0.05g 

 

 

 

 

 

 

記載の

適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の

適正化 
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変更前 変更後 備考 
６．使用済燃料の処分方法 

使用済燃料の

処分の方法 

 使用後の核燃料物質は、使用済燃料とはしない。また、廃棄をしない。 

 当該施設への受入、払い出しは、計量管理規定に従って行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．使用済燃料の処分の方法 

使 用 済 燃 料 の 処 分 の 

方 法 

(注 17) 

使用後の核燃料物質は、使用済燃料とはしない。また、廃棄をし

ない。 

 当該施設への受入、払い出しは、計量管理規定に従って行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



京都大学複合原子力科学研究所 核燃料物質使用施設変更承認申請書 新旧対照表 

別紙－21 

変更前 変更後 備考 
７．使用施設の位置、構造及び設備 

   核燃料物質の使用施設は、原子炉施設、放射性同位元素使用施設をそのまま共用する。 

 

７－１ 使用施設の位置 

使用施設の

位置 

使用施設の位置は、大阪府泉南郡熊取町朝代西の京都大学原子炉実験所内にあり、 

位置、面積、標高は次のとおりである。 

位 置   北緯 32  22′ 50″ 

東経 135  21′ 00″ 

標 高   海抜約 50～約 70m 

面 積   約 312000 m3 

敷地は南北に長いほぼ矩形に近い形状であり、長辺は府道泉佐野粉河線に接している。

敷地西側の長辺に沿って坊主池がある。この池の水は潅漑に利用されているが原子炉

施設に接しているため地上権の設定を行っており、一部を周辺監視区域としている。

短辺南側には弘法池があり、北側には原子燃料工業（株）熊取事業所と町道をへだて

て接している。 

 熊取町全図を図１、敷地配置図を図２、建物内の配置を図３、図４に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7．核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備 

 

位      置 

(注18)  

使用施設の位置は、大阪府泉南郡熊取町朝代西の京都大学

複合原子力科学研究所内にあり、 

位置、面積、標高は次のとおりである。 

位 置   北緯32° 22′ 50″ 

東経135° 21′ 00″ 

標 高   海抜約50～約70m 

面 積   約 312000 m2 

敷地は南北に長いほぼ矩形に近い形状であり、長辺は府道

泉佐野粉河線に接している。敷地西側の長辺に沿って坊主

池がある。この池の水は潅漑に利用されているが原子炉施

設に接しているため地上権の設定を行っており、一部を周

辺監視区域としている。短辺南側には弘法池があり、北側

には原子燃料工業（株）熊取事業所と町道をへだてて接し

ている。 

 熊取町全図を図１、施設配置図を図２、建物内の配置を

図３及び図４に示す。 

 使用施設を含む当事業所敷地周辺では施設の安全性が

損なわれるような洪水、台風、竜巻、津波の実績はない（熊

取町防災マップ、泉佐野市防災マップ、貝塚市防災ガイド

ブック、大阪市消防局消防年報、気象庁竜巻等の突風デー

タベース）。周辺には大規模な危険物取扱施設等は存在し

ない。地震に対する耐震性については、同施設は建築基準

法施行令に基づき建築されている（昭和49年建設）。 
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京都大学複合原子力科学研究所 核燃料物質使用施設変更承認申請書 新旧対照表 

別紙－22 

変更前 変更後 備考 
７－２ 使用施設の構造 

 臨界集合体棟 

使用施設の名称 

（建築物） 
構 造 

設 計 仕 様 

壁 柱 床 はり 屋根 

炉室 耐火構造 
鉄筋コン

クリート 
なし 

鉄筋コン

クリート 

鉄筋コン

クリート 

鉄筋コン

クリート 

化学実験室 同上 同上 
鉄筋コン

クリート 
同上 同上 同上 

物理実験室 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

放射能測定室 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

工作室 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

総合測定室Ａ 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

総合測定室Ｂ 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

総合測定室Ｃ 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

形    態 建 築 物      居 室      その他(    

      

主 

 

要 

 

構 

 

造 

 

部 

 

等 

 

施 設 の 構 造 建築基準法施行令に基づく耐震・耐火構造（昭和49年建設）

      

材 

 

 

 

 

 

 

 

 

料 

 

 

建 

 

 

築 

 

 

物 

 

区 分 

  

壁 柱 床 はり 屋根 階 段 

       

       

       

       

居 

 

 

室 

区 分 

  

壁 柱 床 天 井 階 段 

      

      

      

施設内の常時立ち入る場所 

に対する遮蔽 (注 21) 

コンクリートブロック等により遮蔽する。線源と評価点の

距離を とし、遮蔽を置かずに評価した場合、実効線量

（外部被ばくの総量）は１年間につき0.012mSv未満、５年

間につき0.061mSv未満となる。（別紙Ⅵ－１ 管理区域境

界及び周辺監視区域境界における実効線量評価）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1 (臨界集合体棟の主要構造部、表面材料等)に示す。 



京都大学複合原子力科学研究所 核燃料物質使用施設変更承認申請書 新旧対照表 

別紙－23 

変更前 変更後 備考 
 

使用施設の

名称 

（使用室） 

床面積(m2) 

設計仕様（表面材料） 

床 腰壁 壁 天井 

炉室 ４８０ 

エポキシ系

耐放射性ペ

イント仕上 

エポキシ系

耐放射性ペ

イント仕上 

ビニールエ

マルジョン

ペイント仕

上 

コンクリー

ト 

化学実験室 ２８ 同上 同上 同上 
ビニールエ

マルジョン 

物理実験室 ２８ 同上 同上 同上 同上 

放射能測定

室 
２８ 

同上 同上 同上 同上 

工作室 ５６ 同上 同上 同上 同上 

総合測定室

Ａ 
１５８ 

同上 同上 同上 同上 

総合測定室

Ｂ 
１１８ 

同上 同上 同上 同上 

総合測定室

Ｃ 
１１８ 

同上 同上 同上 同上 

 

 

 

 

 

 

遮
蔽
壁
そ
の
他
の
遮
蔽
物 

管理区域の境界又は周辺監 

視区域の境界に対する遮蔽 

(注 22) 

管理区域境界における実効線量は３月間につき 0.9 mSv未

満である（別紙Ⅵ－１ 管理区域境界及び周辺監視区域

境界における実効線量評価）。線量評価に際して、管理区

域境界は臨界集合体棟の壁の外側に設定されているため、

線源と評価点の距離を とし、その間に のコン

クリート壁を設定した。使用場所から事業所境界まで約

離れているため、周辺監視区域境界（図５ 周辺監視

区域境界における標識の位置及び別紙 図Ⅵ-1-1 周辺

監視区域境界の線量評価点）における実効線量は１年間に

つき 0.07 mSv 未満となる。なお、周辺監視区域内に居住

区域はない。 

 

核 

燃 

料 

物 

質 

を 

取 

り 

扱 

う 

構 

 

造 

突起物及びくぼみ

の状況 

鉄筋コンクリート造りで液体及び気体の核燃料物質によ

って浸透且つ腐食しにくい構造である。（表１ 臨界集合

体棟の主要構造物、表面材料等） 

仕上材の目地等の

状況 

 

床はエポキシ系樹脂もしくはビニール仕上げで、目地等は

ない。 

表 

面 

材 

料 

等 

(注24) 

 

区 分 

室 名 

表   面   材   料 床

面

積 

室の容積 

床 腰壁 壁 天井 流 し 

       ｍ

 

ｍ3 

       

 

ｍ3 

       ｍ

 

ｍ3 

使用 

施設 

の 

設備 

設 備 の 名 称 

（注25） 

 

個   数  

仕   様 

（注26） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2 (使用施設の設備等)に示す。 

表 1 (臨界集合体棟の主要構造部、表面材料等)に示す。 



京都大学複合原子力科学研究所 核燃料物質使用施設変更承認申請書 新旧対照表 

別紙－24 

変更前 変更後 備考 
７－３ 使用施設の設備 

 臨界集合体棟 

（１）炉室 

名    称 個数 仕    様 

臨界実験装置 

(1) 濃縮ウラン非均質型 

(固体減速) 

(2)濃縮ウラン非均質型 

(軽水減速) 

密閉型パルス状中性子発生装置 

 

クレーン 

 

２ 

 

１ 

 

１ 

 

１ 

 

熱出力 100W 

 

熱出力 100W 

 

加速電圧：120kV ビーム電力：1.2mW 

 

4.9 トン 

 

（２）加速器 

名    称 個数 仕    様 

コッククロフト型パルス状中性子発生装置 １ 

 

加速電圧：300kV ビーム電力：150W 

 

  

（３）総合測定室 

名    称 個数 仕    様 

飛行時間分析装置 １  

  

 

 

 

 

室 
フード、グローブボックス等の個数

及び排気設備との連結状況 

フード １台、グローブボックス １台 

表４に示す排気設備に接続して使用する。 

汚 

 

 

染 

 

 

検 

 

 

査 

 

 

室 

場          所 (注 27 ) 臨界集合体棟の管理区域出入口付近。 

構 

 

造 

突起物及びくぼみ 

の状況 

鉄筋コンクリート造りで液体及び気体の核燃料物質によ

って浸透且つ腐食しにくい構造である。 

仕上材の目地等の

状況 

(注28) 

床はビニール床シート張溶接仕上げで、目地はない。 

表 

面 

材 

料 

 

区 分 

室 名 

床 腰 壁 壁 天 井 流 し その他 

除染室 

ビニール

床シート

張 

ビニール

エマルジ

ョンペイ

ント仕上

げ 

ビニール

エマルジ

ョンペイ

ント仕上

げ 

フレキシ

ブルボー

ドエマル

ジョンペ

イント 

  

       

洗 浄 設 備  

更 衣 設 備  

汚 染 検 査 用 の 放 射 線 測 定 器 の 

種類及び台数 

ハンドフットモニタ ２台、ＧＭサーベイメータ １台、

α線サーベイメータ １台 

汚 染 の 除 去 に 必 要 な 器 材  

洗 浄 設 備 の 排 水 管 と 排 水 設 備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



京都大学複合原子力科学研究所 核燃料物質使用施設変更承認申請書 新旧対照表 

別紙－25 

変更前 変更後 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出   入   口 
人が通常出入りする出入口  １箇所  その他の出入口  

３箇所(用途  荷物運搬用) 

管 

理 

区 

域 

境 界 に 設 け る 柵 そ の 他 の 施 設 壁及び出入口扉をもって境界とする。 

標 識 を 付 け る 箇 所 出入口及び荷物運搬口付近。８箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





京都大学複合原子力科学研究所 核燃料物質使用施設変更承認申請書 新旧対照表 

別紙－27 

変更前 変更後 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貯 

蔵 

容 

器 

 

(注35) 

種 類 及 び 個 数 

劣化ウラン、天然ウラン、濃縮ウラン、ウラン２３３、トリウム、
プルトニウム 

 

内 容 物 の 物 理 的 性 状 固体又は液体 

構 造 及 び 材 料 金属、ガラスまたはプラスチックの密栓容器 

受皿、吸収剤等 金属製又はプラスチックバット 

標 識 を 付 け る 箇 所 容器表面１箇所 

冷  却  の  た  め  の  措  置  

出 入 口 人が通常出入りする出入口  １箇所 その他の出入口  ３箇所 

施 錠 又 は 立 入 制 限 

の 措 置 

 

管 

理 

区 

域 

境界に設ける柵その他の

施 設 
壁及び出入口扉をもって境界とする。 

標 識 を 付 け る 箇 所 出入口扉の付近 ３箇所 

貯 蔵 能 力 

(注36) 

劣化ウラン

天然ウラン

濃縮ウラン 濃縮度 90%以上  

濃縮ウラン 濃縮度 20%以上 90%未満(  

濃縮ウラン 濃縮度 5%以上 20%未満  

濃縮ウラン 濃縮度 5%未満  

ウラン 233  

トリウム  

プルトニウム  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



京都大学複合原子力科学研究所 核燃料物質使用施設変更承認申請書 新旧対照表 

別紙－28 

変更前 変更後 備考 
９．核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄施設の位置、構造及び設備 

 

 廃棄物の廃棄施設は、原子炉施設、放射性同位元素使用施設の放射性廃棄物、放射性同位元素廃棄物の

廃棄施設をそのまま共用する。 

 

９－１ 気体廃棄施設 

 ９－１－１ 気体廃棄施設の位置 

気体廃棄施設の位置 臨界集合体棟の廃棄の排気口は臨界集合体棟の近くに鉄筋コンクリート製ス

タックを設ける。高さは約 30m、直径約 1m である。排気施設は臨界集合体

棟の排気機械室に設ける（図 4） 

 

９－１－２ 気体廃棄施設の構造 

 

 

 

廃棄

施設

の 

名称 

構

造 

床面

積 

(m2) 

設計仕様 

壁 柱 床 はり 屋根 

臨界

集合

体棟 

排気、

浄化

装置 

耐

火

構

造 

128 鉄筋コンクリート 鉄筋コンクリート 鉄筋コンクリート 鉄筋コンクリート 鉄筋コンクリート 

炉室(架台室(Ａ、Ｂ、Ｃ )、加速器室、燃料室)の空気を循環浄化、温度湿度調節

のための回路を設ける。回路にはフィルタを設けて循環途中で浄化する。平常、

循環空気の一部は、フィルタを通った後スタックより排出される。事故時には

炉室はダンパーによって急速に閉じられ、その後は炉室内圧が大気圧よりやや

低くなる程度に、プレフィルタ、中間フィルタ、高性能フィルタ、チャコール

フィルタを通し僅かずつ排出される。 

９．核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄施設の位置、構造及び設備 

 

位      置    (注37) 

使用施設に同じ。 

廃棄物の廃棄施設は、原子炉施設、放射性同位元素使用施

設の放射性廃棄物、放射性同位元素廃棄物の廃棄施設をそ

のまま共用する。 

廃 

棄 

の 

方 

法 

気 体 状 の も の 

炉室(架台室(Ａ、Ｂ、Ｃ )、加速器室、燃料室)の空気を循

環浄化、温度湿度調節のための回路を設ける。回路にはフ

ィルタを設けて循環途中で浄化する。平常、循環空気の一

部は、フィルタを通った後スタックより排出される。事故

時には炉室はダンパーによって急速に閉じられ、その後は

炉室内圧が大気圧よりやや低くなる程度に、プレフィルタ、

中間フィルタ、高性能フィルタ、チャコールフィルタを通

し僅かずつ排出される。 

液 体 状 の も の  

固 体 状 の も の  

主 
要 
構 

造 

部 

等 

施 設 の 構 造 耐火構造  不燃材料で造られたもの  その他(        ) 

材 

 

 

料 

区 分 

名 称 
壁 柱 床 はり 屋根 階段 

排気機械室 
鉄筋コンク

リート 

鉄 筋 コ

ン ク リ

ート 

鉄筋コン

クリート 

鉄 筋 コ

ン ク リ

ート 

鉄 筋 コ

ン ク リ

ート 

鉄筋コ

ンクリ

ート 

       

施設内の常時 

立ち入る場所に対する 

遮蔽                (注 38) 

 

 

 

 

 

本節は

新様式

に伴う

記載の

適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



京都大学複合原子力科学研究所 核燃料物質使用施設変更承認申請書 新旧対照表 

別紙－29 

変更前 変更後 備考 
９－１－３ 気体廃棄施設の設備（図５） 

 

名 称 個数 仕  様 

排 

風 

機 

１階管理区域 

炉室、燃料室 

加速器 

便所、化学実験

室（フード、グ

ロ ー ブ ボ ッ ク

ス） 

１ 

１ 

１ 

１ 

 

 

 

１ 

１ 

 

 

 

１ 

 

 

１ 

 

 

 

 

１ 

４ 

片吸込シロッコファン、風量：16900 m3/h、静圧：55 mmH2O 

片吸込ターボファン、風量：27600 m3/h、静圧：190 mmH2O 

片吸込ターボファン、風量：2100 m3/h、静圧：95 mmH2O 

塩ビ製片吸込ターボファン、風量：2100 m3/h、静圧：110 mmH2O 

 

 

 

ロールフィルタ 

プレフィルタ１６枚（重量法で 75%以上捕集） 

中性能フィルタ１６枚（比色法で 90%以上捕集） 

高性能フィルタ１６枚（0.3μm の粒子を 99.9 %以上捕集） 

活性炭フィルタ２枚（I2を 99%以上捕集、但し非常用） 

プレフィルタ２枚（重量法で 75%以上捕集） 

中性能フィルタ２枚（比色法で 90%以上捕集） 

高性能フィルタ２枚（0.3μm の粒子を 99.9 %以上捕集） 

プレフィルタ２枚（重量法で 75%以上捕集） 

中性能フィルタ２枚（比色法で 90%以上捕集） 

高性能フィルタ２枚（0.3μm の粒子を 99.9 %以上捕集） 

 

 

鉄筋コンクリート 

ガス、ダスト（スタック）  ガス、ダスト（炉室） 

排 

気 

浄 

化 

装 

置 

１階管理区域 

炉室、燃料室 

 

 

 

加速器室 

 

 

便所、化学実験

室（フード、グ

ロ ー ブ ボ ッ ク

ス） 

 

排気口 

排気モニタ 

遮
蔽
壁
そ
の

他
の
遮
蔽
物 

管理区域の境界又は周辺監 視

区域の境界に対する遮蔽 

（注 39） 

 

 

 

排 

 

 

 

 

気 

 

 

 

 

施 

 

 

 

 

設 

排 

風 

機 

(注40) 

種 類 及 び 台 数  

位   置  

性   能 

(注 41) 

 

排 

気 

浄 

化 

装 

置 

(注42) 

種 類 及 び 台 数  

位   置  

性   能  

標 識 を 付 け る 箇 所 装置の側面 １箇所 

排 

気 

管 

構   造 （注 43） 円形ダクト  接続はフランジ工法 

材 料 及 び 塗 装 亜鉛鉄板製 

標 識 を 付 け る 箇 所 排気管(ダクト)表面 

排 

気 

口 

排 気 口 の 
高 さ 地上30ｍ 

隣接する建物との 

関係 

南側に隣接してイノベーションリサーチラボラトリがあ

る。 

 

標 識 を 付 け る 箇 所 
排気口下部スラブに設けた点検気密扉付近。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4 (気体廃棄施設の設備等)に示す。 
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変更前 変更後 備考 
９－２ 液体廃棄施設 

     な し 

 

９－３ 固体廃棄施設 

     な し 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

汚染空気の広がりの防止装置 

 (注 44) 

排気浄化装置に気密ダンパーが設置されている。 

焼 却 炉 を 設 置し た 室 及 び

焼却 炉 と 排 気 設 備 と の 連

 

 

焼却炉を設置した室、使用施

設及び貯蔵施設等に対する 

換気能力 (注 45) 

表 4 (気体廃棄施設の設備等)に示す。 

 

排 

 

 

水 

 

 

施 

 

 

設 

排 
 

水 
 

管 

材  料 
 

継  目  の  構  造  

標 識 を 付 け る 箇 所  

 

排 

水 

浄 

  化 

槽 

(注46) 

 

種類及び個数     

位  置     

容  量     

構造及び材料 

 

    

排 液 流 出 調 節 装 置     

標 識 を 付 け る 箇 所     

排 

液 

処 

理 

装 

置 

 

 

種類及び台数     

位  置     

構造及び材料     

性  能     

標 識 を 付 け る 箇 所     
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変更前 変更後 備考 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

核燃 

料物 

質等 

を 

取り 

扱う 

室 

構 

 造 

突起物及びくぼみ

の状況 
 

仕上材の目地等の

状況 (注 49) 
 

表 

面 

材 

料 

 

 

区  分  

室  名 

表 面 材 料 床

面

 

室 

の 

 

 

床 腰  壁 壁 天  井 流  し その他 

         

         

フード等の個数及び排気設
備との連結状況 

 

汚 

染 

検 

査 

を 

す 

る 

た 

め 

の 

設 

備 

場 所 (注 51) 
 

構 

造 

突起物及びくぼみ

の状況 

 

仕上材の目地等の

状況 (注 52) 

 

表 

面 

材 

料 

 

 

区  分  

   

床 腰  壁 壁 天  井 流  し その他 

       

       

洗 浄 設 備 
 

更 衣 設 備  

汚染検査用の放射線測定器  

の種類及び台数 

 

汚  染  の  除  去  に  必  要  な  器  材  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用施設に同じ 

使用施設に同じ 
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変更前 変更後 備考 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

洗浄設備の排水管と排水設備と
の 連結状況  使用施設に同じ 

焼 

却 

設 

備 

焼 却 物 の 種 類 

(注 54) 
 

焼 却 の  

方 法 
(注 55) 

 

熱  源  及  び  

炉  室  容  積 
 

構造 及び 材料  

焼 却 残 渣 搬 出 口 の

位 置 
 

排 気 施 設 と の  

連 結 状 況 
 

固 

型 

化 

設 

備 

種 類及び 台数  

位置  

構造及び材 料  

性能  

 

 

 

 

 

構造 及び 材料  

外部 との 区 画 状 況  

閉鎖のための設備又は  

器具 
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変更前 変更後 備考 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

保 

管 

廃 

棄 

施 

設 

標 識 を 付 け る 

箇 所 
 

 

保 

管 

廃 

棄 

容 

器 

 

(注 56) 

種類 及び 個数     

内容物の物理的性状     

構造 及び 材料 

 

    

受皿、吸収剤等     

標 識 を 付 け る 箇 所     

冷  却  の  た  め  の  措  置  

出   入   口 
人が通常出入りする出入口 箇所 

その他の出入口 箇所(用途                        

          ) 

管理 

区域 

境界に設ける壁、柵その他

の 区画物 
 

標 識 を 付 け る  

箇 所 
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変更前 変更後 備考 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１０．使用施設等の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項 

 

 Ⅷ 共通編の１に本内容を記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の

適正化 
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変更前 変更後 備考 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(2) 遮蔽 

 

臨界集合体棟の壁は 以上であり、必要に応じて の鉛

ブロック等を貯蔵庫内に入れ、追加遮蔽をしている。 

管理区域境界における実効線量は３月間につき 0.9mSv未満である。

線量評価に際して、管理区域境界は臨界集合体棟の壁の外側に設定

されているため、線源と評価点の距離を とし、その間に

のコンクリート壁 ）を設定した。使用場所から事

業所境界まで約 離れているため、周辺監視区域境界（図５ 周

辺監視区域境界における標識の位置、及び別紙 図Ⅵ-1-1 周辺

監視区域境界の線量評価点）における実効線量は１年間につき

0.07mSv未満となる。線量評価に際して、線源と評価点の距離を

とし、その間に のコンクリート壁（ ）を設定し

た。なお、事業所内に居住区域はない。（別紙Ⅵ－１ 管理区域

境界及び周辺監視区域境界における実効線量評価） 

放射線業務従事者の実効線量については、使用施設における外部被

ばくの実効線量は、1 年間につき 0.012ｍSv となる。また、貯蔵施

設における外部被ばくの実効線量は、1年間につき 4.85mSvとなる。

使用施設及び貯蔵施設の合計の実効線量は、1 年間につき 4.86mSv

未満となる。 
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変更前 変更後 備考 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

(3) 火災等による損傷の 

防止 

 

臨界集合体棟は鉄筋コンクリート造の耐火構造である。 

使用施設：鉄筋コンクリートの耐火構造である。火災感知機、消火

器等を設置している。ガンマ線検出器は、主にアルミニウム等の金

属で構成されている。 

貯蔵施設：鉄筋コンクリートの耐火構造であり、出入口扉は の

扉であり、室内には防火ダンパーが設置されている。各貯蔵庫も

で構成され不燃性である。また、火災感知器、消火器を

設置している。 

廃棄施設：鉄筋コンクリートの耐火構造である。火災感知機、消火

器を設置している。 

また、すべての核燃料物質は、適切な容器に保管されており、発火

源、爆発源とはならない。 

臨界集合体棟の火災感知機及び消火器を図７～図９に示す。周辺に

は大規模な危険物取扱施設等は存在しないことから、使用施設の安

全性が損なわれるおそれはない。図１０に事業所内における消火栓、

危険物ボンベ及びタンク貯蔵庫、図１１に事業所外における危険物

ボンベ及びタンク貯蔵庫を保有する施設をそれぞれ示す。臨界集合

体棟内に危険物ボンベ及びタンク貯蔵庫はない。 
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変更前 変更後 備考 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(4) 立ち入りの防止 

 

管理区域及び周辺監視区域の境界は、壁、柵などの区画物によって

区画され、所定の標識が設けられており、人がみだりに立ち入らな

いようにするための措置が講じられている。 

使用施設：壁、柵などの区画物によって区画され、所定の標識が設

けられており、人がみだりに立ち入らないようにするための措置が

講じられている。 

貯蔵施設：壁などの区画物によって区画され、所定の標識が設けら

れており、各貯蔵庫は常時施錠されている。 

廃棄施設：壁などの区画物によって区画され、所定の標識が設けら

れており、人がみだりに立ち入らないようにするための措置が講じ

られている。 

 

 

(5) 自然現象による影響の 

考慮 

 

図１２～図１４に熊取町ハザードマップ、図１５に泉佐野市防災マ

ップを示す。 

使用施設を含む当事業所敷地は災害危険個所、土砂災害警戒区域等

のいずれにも含まれていないこと、河川がないため洪水のおそれが

ないこと、過去の事例から大きな事故の誘因となりうる台風・竜巻・

津波発生は考えられないこと、周辺には大規模な危険物取扱施設等

は存在しないことから、使用施設の安全性が損なわれるおそれはな

い。（熊取町ハザードマップマップ（図１２～１４）、泉佐野市防

災マップ（図１５）、貝塚市防災ガイドブック、大阪市消防局消防

年報、気象庁竜巻等の突風データベース参照。）地震に対する耐震

性については、臨界集合体棟は建築基準法施行令に基づき建築され

ている。 
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変更前 変更後 備考 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(6) 核燃料物質の臨界防止 

 

 

 

 

(7) 施設検査対象施設の 

地盤 

 

 

 

 

(8) 地震による損傷の防止 

 

 

 

 

(9) 津波による損傷の防止 

 

 

 

 

(10) 外部からの衝撃による 

損傷の防止 
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変更前 変更後 備考 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(11) 施設検査対象施設への 

人の不法な侵入等の 

防止 

 

 

 

 

(12) 溢水による損傷の防止 

 

 

 

 

(13) 化学薬品の漏えいに 

よる損傷の防止 

 

 

 

 

(14)飛散物による損傷の 

防止 

 

 

 

 

(15) 重要度に応じた安全 

機能の確保 
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変更前 変更後 備考 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

(16) 環境条件を考慮した 

設計 

 

 

 

 

(17) 検査等を考慮した設計 

 

 

 

 

(18) 施設検査対象施設の 

共用 

 

 

 

 

(19) 誤操作の防止 

 

 

 

 

(20) 安全避難通路等 
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変更前 変更後 備考 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

(21) 設計評価事故時の 

放射線障害の防止 
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変更前 変更後 備考 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(22) 貯蔵施設 

 

管理区域の境界は、壁、柵などの区画物によって区画され、所定の標

識が設けられており、人がみだりに立ち入らないようにするための措

置が講じられている。 

各貯蔵は、核燃料物質を搬出入する場合その他の特に必要がある場合

を除き施錠され立入の制限の措置を講じたものである。 

臨界集合体棟（ 貯蔵庫、 貯蔵庫）における核燃料物質

の最大貯蔵能力(最大存在量)を以下に示す。 

劣化ウラン(  

天然ウラン  

濃縮ウラン 濃縮度 90%以上  

濃縮ウラン 濃縮度 20%以上 90%未満  

濃縮ウラン 濃縮度 5%以上 20%未満  

濃縮ウラン 濃縮度 5%未満  

ウラン 233  

トリウム  

プルトニウム  

各貯蔵の設備については、表３のとおり。U-Mo合金は、既承認の NR08(3)

において貯蔵される。NR08(3)の の容量があり、現在は核分

裂計数管数本（ケーブル等も含めた容積で 以下）のみを収

納しており、U-Mo 合金の容積は 程度であることから、U-Mo合

金を貯蔵するために十分な容積を有している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U-Mo

追加に

伴う変

更 
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変更前 変更後 備考 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(23) 廃棄施設 

 

管理区域の境界は、壁、柵などの区画物によって区画され、所定の標

識が設けられており、人がみだりに立ち入らないようにするための措

置が講じられている。排気口における排気中の放射性物質の濃度はダ

ストモニタで監視し、周辺監視区域の境界の外の空気中の放射性物質

の濃度が原子力規制委員会が定める濃度限度以下であることを確認し

て排気している。また、使用においては、液体廃棄物は発生しない。 

 

 

(24) 汚染を検査するための 

設備 

 

汚染検査をするための設備は、管理区域出入り口付近に設置され、汚

染検査を済ませなければ管理区域出口が開錠しないようなシステムに

なっている。緊急時に汚染が確認されたとき、除染室に設置されてい

るシャワー室にて除染を行う。汚染の除去に必要な器材としてアイソ

トープクリーナ、ブラシ等が具備されている。なお、緊急時の除染に

て発生した液体は流さず漏れにくく浸透しにくいポリタンクにて貯蔵

する。 

 

 

(25) 監視設備 

 

 

 

 

(26) 非常電源設備 
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変更前 変更後 備考 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(27) 通信連絡設備等 

 

 

 

 

(28) 多量の放射性物質等を 

放出する事故の拡大の 

防止 
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表 1  臨界集合体棟の主要構造物、表面材料等 

 

使用施設

の名称 

（建築物） 

構 造 

設 計 仕 様 

壁 柱 床 はり 屋根 階段 

炉室 
耐火 

構造 

鉄筋コン

クリート 
なし 

鉄筋コン

クリート 

鉄筋コン

クリート 

鉄筋コン

クリート 

鉄筋コン

クリート 

化学 

実験室 
同上 同上 

鉄筋コン

クリート 
同上 同上 同上 同上 

物理 

実験室 
同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

放射能 

測定室 
同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

工作室 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

総合 

測定室Ａ 
同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

総合 

測定室Ｂ 
同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

総合 

測定室Ｃ 
同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 
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変更前 変更後 備考 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

使用施設の

名称 

（使用室） 

床面積

(m2) 

設計仕様（表面材料） 

床 腰壁 壁 天井 

炉室 ４８０ 
エポキシ系ペイ

ント仕上 

エポキシ系ペイ

ント仕上 

ビニールエマル

ジョンペイント

仕上 

コンクリート 

化学実験室 ２８ 同上 同上 同上 
ビニールエマル

ジョン 

物理実験室 ２８ 同上 同上 同上 同上 

放射能 

測定室 
２８ 同上 同上 同上 同上 

工作室 ５６ 同上 同上 同上 同上 

総合測定室

Ａ 
１５８ 同上 同上 同上 同上 

総合測定室

Ｂ 
１１８ 同上 同上 同上 同上 

総合測定室

Ｃ 
１１８ 同上 同上 同上 同上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の

適正化 
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変更前 変更後 備考 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表２ 使用施設の設備等 

臨界集合体棟 

（１）炉室 

名    称 個数 仕    様 

臨界実験装置 

(1) 濃縮ウラン非均質型 

(固体減速) 

(2)濃縮ウラン非均質型 

(軽水減速) 

密閉型パルス状中性子発生装置 

 

クレーン 

 

２ 

 

１ 

 

１ 

 

１ 

 

熱出力 100W 

 

熱出力 100W 

 

加速電圧：120kV ビーム電力：1.2mW 

 

4.9 トン 

 

（２）加速器 

名    称 個数 仕    様 

コッククロフト型パルス状中性子発生装置 １ 

 

加速電圧：300kV ビーム電力：150W 

 

  

（３）総合測定室 

名    称 個数 仕    様 

飛行時間分析装置 １ 概略寸法：飛行管約 5 m 

主要材質：アルミニウム 

ガンマ線検出器 １ ゲルマニウム検出器 

概略寸法：直径約 45 cm、高さ約 80 cm 

主要材料：検出部を覆うエンドキャップはアルミニウム製 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の

適正化 
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変更前 変更後 備考 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

貯蔵庫（NR11） １ 貯蔵許可の範囲で

制限なし 

天然ウラン、トリ

ウム用 

固体  

幅約 高さ約   

奥行約   

鉛厚  

 

――― 
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変更前 変更後 備考 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表４ 気体廃棄施設の設備等（図６） 

 

名   称 個数 仕   様 

排 

風 

機 

１階管理区域 

炉室、燃料室 

加速器 

便所、化学実験

室（フード、グ

ロ ー ブ ボ ッ ク

ス） 

１ 

１ 

１ 

１ 

 

 

 

１ 

１ 

 

 

 

１ 

 

 

１ 

 

 

 

 

１ 

４ 

片吸込シロッコファン、風量：16900 m3/h、静圧：55 mmH2O 

片吸込ターボファン、風量：27600 m3/h、静圧：190 mmH2O 

片吸込ターボファン、風量：2100 m3/h、静圧：95 mmH2O 

塩ビ製片吸込ターボファン、風量：2100 m3/h、静圧：110 mmH2O 

 

 

 

ロールフィルタ 

プレフィルタ１６枚（重量法で 75%以上捕集） 

中性能フィルタ１６枚（比色法で 90%以上捕集） 

高性能フィルタ１６枚（0.3μmの粒子を 99.9 %以上捕集） 

活性炭フィルタ２枚（I2を 99%以上捕集、但し非常用） 

プレフィルタ２枚（重量法で 75%以上捕集） 

中性能フィルタ２枚（比色法で 90%以上捕集） 

高性能フィルタ２枚（0.3μmの粒子を 99.9 %以上捕集） 

プレフィルタ２枚（重量法で 75%以上捕集） 

中性能フィルタ２枚（比色法で 90%以上捕集） 

高性能フィルタ２枚（0.3μmの粒子を 99.9 %以上捕集） 

 

 

鉄筋コンクリート 

ガス、ダスト（スタック）  ガス、ダスト（炉室） 

排 

気 

浄 

化 

装 

置 

１階管理区域 

炉室、燃料室 

 

 

 

加速器室 

 

 

便所、化学実験

室（フード、グ

ロ ー ブ ボ ッ ク

ス） 

 

排気口 

排気モニタ 
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変更前 変更後 備考 

 

図７ 臨界集合体棟の火災感知器及び火災受信機（１階） 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の

適正化 
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変更前 変更後 備考 

 
図８ 臨界集合体棟の火災感知器（２階） 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の

適正化 
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変更前 変更後 備考 

 
図９ 臨界集合体棟の火災感知器（天井） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

記載の

適正化 
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変更前 変更後 備考 
 

 

図１１ 事業所外における危険物ボンベ及びタンク貯蔵庫を保有する施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の

適正化 
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変更前 変更後 備考 
 
 

 
図１２ 熊取町地震ハザードマップ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

記載の

適正化 
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変更前 変更後 備考 
 

 
図１３ 熊取町土砂災害ハザードマップ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の

適正化 
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変更前 変更後 備考 

 
図１４ 熊取町洪水ハザードマップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の

適正化 
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変更前 変更後 備考 

 
図１５ 泉佐野市防災マップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の

適正化 
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変更前 変更後 備考 
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変更前 変更後 備考 
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変更前 変更後 備考 
 
１２－２．想定される事故の種類及び程度並びにこれらの原因又は事故に応ずる災害防止の措置に関す

る説明書 

 

 

 

 

１２－３．核燃料物質の使用に必要な技術的能力に関する説明書 

 
 Ⅷ 共通編の添付書類１に本内容を記載する。 

 

 

１２－４．使用施設等の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書 

 

 Ⅷ 共通編の添付書類２に本内容を記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



京都大学複合原子力科学研究所 核燃料物質使用施設変更承認申請書 新旧対照表 

 

別紙－77 

変更前 変更後 備考 

Ⅶ 特別核燃料貯蔵室 

 
Ⅶ 特別核燃料貯蔵室 

 

 

 

 

記載の適正化 
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別紙－78 

変更前 変更後 備考 

 
 

 

 

共通編に集約 
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別紙－80 

変更前 変更後 備考 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



京都大学複合原子力科学研究所 核燃料物質使用施設変更承認申請書 新旧対照表 

 

別紙－81 

変更前 変更後 備考 
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別紙－82 

変更前 変更後 備考 

 
 

 

 

 

 

記載の適正化 

減量に伴う変

更 

 

 
 
記載の適正化 

 
 
 



京都大学複合原子力科学研究所 核燃料物質使用施設変更承認申請書 新旧対照表 

 

別紙－83 

変更前 変更後 備考 

 

 

 
 
記載の適正化 

 
臨界集合体棟

の変更に伴う

変更 
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別紙－84 

変更前 変更後 備考 

 

 

 
 
記載の適正化 
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別紙－85 

変更前 変更後 備考 
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別紙－86 

変更前 変更後 備考 
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別紙－87 

変更前 変更後 備考 
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別紙－90 

変更前 変更後 備考 
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別紙－91 

変更前 変更後 備考 
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別紙－92 

変更前 変更後 備考 
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別紙－93 

変更前 変更後 備考 
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別紙－94 

変更前 変更後 備考 

 

 

 

共通編に集約 
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別紙－97 

変更前 変更後 備考 

 

 

 



京都大学複合原子力科学研究所 核燃料物質使用施設変更承認申請書 新旧対照表 

 

別紙－98 

変更前 変更後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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別紙－106 

変更前 変更後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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別紙－107 

変更前 変更後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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別紙－108 

変更前 変更後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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別紙－110 

変更前 変更後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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別紙－111 

変更前 変更後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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別紙－112 

変更前 変更後 備考 
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別紙－113 

変更前 変更後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 



京都大学複合原子力科学研究所 核燃料物質使用施設変更承認申請書 新旧対照表 

 

別紙－114 

変更前 変更後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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別紙－116 

変更前 変更後 備考 
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別紙－124 

変更前 変更後 備考 

 

 

 

 

 

共通編に集約 

 

共通編に集約 
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別紙－125 

変更前 変更後 備考 
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別紙－126 

変更前 変更後 備考 

 
新規 

 

Ⅷ 共通編 

 

目次 

 

本文 

１． 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

Ⅷ-1 

２．使用施設等の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項 

 

Ⅷ-2 

 

添付書類 

１．核燃料物質の使用に必要な技術的能力に関する説明書 

 

Ⅷ-10 

２．使用施設等の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書 

 

Ⅷ-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共通編

に集約

すると

ともに

記載の

適正化 
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変更前 変更後 備考 

 

１．氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

氏 名 又 は 名 称 

(注 1) 
国立大学法人京都大学 

住   所 

(注 2) 
郵便番号（606-8501）  

京都府京都市左京区吉田本町３６番地１ 

電話番号（075-753-7531） 

法人にあっては、その代表者の氏

名 

(注 3) 

学長 湊 長博 

工場又は 

事業所 

名    称 京都大学複合原子力科学研究所 

所 在 地 

 

郵便番号（590-0494）  

大阪府泉南郡熊取町朝代西二丁目１０１０番地 

電話番号（072-451-2300） 

 

 

事務上の 

連絡先 

名    称 国立大学法人京都大学 複合原子力科学研究所 

所 在 地 

郵便番号（590-0494）  

大阪府泉南郡熊取町朝代西二丁目１０１０番地 

電話番号（072-451-2310） 

連  絡  員  の  氏  名 
 (注 4) 

  

所属部課名（総務掛） 

        電話番号（072-451-2310）  

        ＦＡＸ番号（072-451-2600）  

        メールアドレス（410soumu@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp） 

 

 

２．使用施設等の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項 

 

使用施設等の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項について、国立大学法人京都大学複合

原子力科学研究所（以下、「研究所」という。）は、次の品質管理に必要な体制の計画（以下、「品質管理計画」という。）

に定める要求事項に従って、保安活動の計画、実施、評価及び改善を行う。 
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【品質管理計画】 

 

1. 目的 

研究所は、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則（令和 2年原子力規制委員会

規則第 2 号）に基づき、使用施設等の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制を品質マネジメントシステムとして

構築し、原子力の安全を確保する。 

 

2. 適用範囲 

本品質管理計画の第 4 章から第 8章までは、使用施設等（政令第 41条各号に掲げる核燃料物質を使用するものに限る。）

において実施する保安活動に適用する。第 9 章は、使用施設等（政令第 41条各号に掲げる核燃料物質を使用しないものに

限る。）について適用する。 

 

3. 定義 

 本品質管理計画における用語の定義は、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規

則及び原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則の解釈に従うものとする。 

 

4. 品質マネジメントシステム 

4.1 品質マネジメントシステムに係る要求事項 

(1) 研究所は、品質マネジメントシステムを確立し、実施するとともに、その実効性を維持するため、その改善を継続的

に行う。 

(2) 研究所は、保安活動の重要度に応じて、品質マネジメントシステムを確立し、運用する。この場合において、次に掲

げる事項を適切に考慮する。 

a) 使用施設等、組織又は個別業務の重要度及びこれらの複雑さの程度 

b) 使用施設等若しくは機器等の品質又は保安活動に関連する原子力の安全に影響を及ぼすおそれのあるもの及びこれら

に関連する潜在的影響の大きさ 
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変更前 変更後 備考 

c) 機器等の故障若しくは通常想定されない事象の発生又は保安活動が不適切に計画され、若しくは実行されたことにより

起こり得る影響 

(3) 研究所は、使用施設等に適用される関係法令（以下単に「関係法令」という。）を明確に認識し、品質マネジメント

システムに必要な文書（記録を除く。以下「品質マネジメント文書」という。）に明記する。 

(4) 研究所は、品質マネジメントシステムに必要なプロセスを明確にするとともに、そのプロセスを組織に適用すること

を決定し、次に掲げる業務を行う。 

a) プロセスの運用に必要な情報及び当該プロセスの運用により達成される結果を明確に定める。 

b) プロセスの順序及び相互の関係を明確に定める。 

c) プロセスの運用及び管理の実効性の確保に必要な研究所の保安活動の状況を示す指標（以下「保安活動指標」という。）

並びに当該指標に係る判定基準を明確に定める。 

d) プロセスの運用並びに監視及び測定（以下「監視測定」という。）に必要な資源及び情報が利用できる体制を確保する

（責任及び権限の明確化を含む。）。 

e) プロセスの運用状況を監視測定し、分析する。ただし、監視測定することが困難である場合は、この限りでない。 

f) プロセスについて、意図した結果を得、及び実効性を維持するための措置を講ずる。 

g) プロセス及び組織を品質マネジメントシステムと整合的なものとする。 

h) 原子力の安全とそれ以外の事項において意思決定の際に対立が生じた場合には、原子力の安全が確保されるようにす

る。 

(5) 研究所は、健全な安全文化を育成し、及び維持する。 

(6) 研究所は、機器等又は個別業務に係る要求事項（関係法令を含む。以下「個別業務等要求事項」という。）への適合

に影響を及ぼすプロセスを外部委託することとしたときは、当該プロセスが管理されているようにする。 

(7) 研究所は、保安活動の重要度に応じて、資源の適切な配分を行う。 

 

4.2 品質マネジメントシステムの文書化 

 研究所は、4.1 項(1)により品質マネジメントシステムを確立するときは、保安活動の重要度に応じて次に掲げる文書を

作成し、当該文書に規定する事項を実施する。 

(1) 品質方針及び品質目標 
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変更前 変更後 備考 

(2) 品質マネジメント計画書 

(3) 実効性のあるプロセスの計画的な実施及び管理がなされるようにするために必要な文書 

(4) 品質マネジメント計画書に規定する手順書、指示書、図面等（以下「手順書等」という。） 

 

4.3 品質マネジメント計画書 

 研究所は、品質マネジメント計画書に次に掲げる事項を定める。 

a) 品質マネジメントシステムの運用に係る組織に関する事項 

b) 保安活動の計画、実施、評価及び改善に関する事項 

c) 品質マネジメントシステムの適用範囲 

d) 品質マネジメントシステムのために作成した手順書等の参照情報 

e) プロセスの相互の関係 

 

4.4 文書の管理 

(1) 研究所は、品質マネジメント文書を管理する。 

(2) 研究所は、要員が判断及び決定をするに当たり、適切な品質マネジメント文書を利用できるよう、品質マネジメント

文書に関する次に掲げる事項を定めた手順書等を作成する。 

a) 品質マネジメント文書を発行するに当たり、その妥当性をレビューし、発行を承認すること。 

b) 品質マネジメント文書の改定の必要性について評価するとともに、改定に当たり、その妥当性をレビューし、改定を承

認すること。 

c) 本項(2)の a)及び b)のレビュー及び b)の評価には、その対象となる文書に定められた活動を実施する部室等の要員を参

画させること。 

d) 品質マネジメント文書の改定内容及び最新の改定状況を識別できるようにすること。 

e) 改定のあった品質マネジメント文書を利用する場合においては、当該文書の適切な制定版又は改定版が利用しやすい体

制を確保すること。 

f) 品質マネジメント文書を、読みやすく容易に内容を把握することができるようにすること。 

g) 研究所の外部で作成された品質マネジメント文書を識別し、その配付を管理すること。 
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h) 廃止した品質マネジメント文書が使用されることを防止すること。この場合において、当該文書を保持するときは、そ

の目的にかかわらず、これを識別し、管理すること。 

 

4.5 記録の管理 

(1) 研究所は、品質マネジメント計画書に規定する個別業務等要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの実効性

を実証する記録を明確にするとともに、当該記録を、読みやすく容易に内容を把握することができ、かつ、検索すること

ができるように作成し、保安活動の重要度に応じてこれを管理する。 

(2) 研究所は、本項(1)の記録の識別、保存、保護、検索及び廃棄に関し、所要の管理の方法を定めた手順書等を作成する。 

 

5. 経営責任者の責任 

5.1 経営責任者の原子力の安全のためのリーダーシップ 

 経営責任者は、原子力の安全のためのリーダーシップを発揮し、責任を持って品質マネジメントシステムを確立させ、

実施させるとともに、その実効性を維持していることを、次に掲げる業務を行うことによって実証する。 

a) 品質方針を定める。 

b) 品質目標が定められているようにする。 

c) 要員が、健全な安全文化を育成し、及び維持することに貢献できるようにする。 

d) 5.10項に規定するマネジメントレビューを実施する。 

e) 資源が利用できる体制を確保する。 

f) 関係法令を遵守することその他原子力の安全を確保することの重要性を要員に周知する。 

g) 保安活動に関する担当業務を理解し、遂行する責任を有することを要員に認識させる。 

h) 全ての階層で行われる決定が、原子力の安全の確保について、その優先順位及び説明する責任を考慮して確実に行われ

るようにする。 

 

5.2 原子力の安全の確保の重視 

 経営責任者は、組織の意思決定に当たり、機器等及び個別業務が個別業務等要求事項に適合し、かつ、原子力の安全が

それ以外の事由により損なわれないようにする。 
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変更前 変更後 備考 

 

5.3 品質方針 

 経営責任者は、品質方針を次に掲げる事項に適合しているようにする。 

a) 組織の目的及び状況に対して適切なものであること。 

b) 要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの実効性の維持に経営責任者が責任を持って関与すること。 

c) 品質目標を定め、評価するに当たっての枠組みとなるものであること。 

d) 要員に周知され、理解されていること。 

e) 品質マネジメントシステムの継続的な改善に経営責任者が責任を持って関与すること。 

 

5.4 品質目標 

(1) 経営責任者は、部室において、品質目標（個別業務等要求事項への適合のために必要な目標を含む。）が定められて

いるようにする。 

(2) 経営責任者は、品質目標が、その達成状況を評価し得るものであって、かつ、品質方針と整合的なものとなるように

する。 

 

5.5 品質マネジメントシステムの計画 

(1) 経営責任者は、品質マネジメントシステムが 4.1項の規定に適合するよう、その実施に当たっての計画が策定されて

いるようにする。 

(2) 経営責任者は、品質マネジメントシステムの変更が計画され、それが実施される場合においては、当該品質マネジメ

ントシステムが不備のない状態に維持されているようにする。この場合において、保安活動の重要度に応じて、次に掲げ

る事項を適切に考慮する。 

a) 品質マネジメントシステムの変更の目的及び当該変更により起こり得る結果 

b) 品質マネジメントシステムの実効性の維持 

c) 資源の利用可能性 

d) 責任及び権限の割当て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



京都大学複合原子力科学研究所 核燃料物質使用施設変更承認申請書 新旧対照表  

別紙－133 

変更前 変更後 備考 

5.6 責任及び権限 

 経営責任者は、部室等及び要員の責任及び権限並びに部室等相互間の業務の手順を定めさせ、関係する要員に責任を持

って業務を遂行させる。 

 

5.7 品質保証責任者 

経営責任者は、品質マネジメントシステムを管理する品質保証責任者に、次に掲げる業務に係る責任及び権限を与える。 

a) プロセスが確立され、実施されるとともに、その実効性が維持されているようにすること。 

b) 品質マネジメントシステムの運用状況及びその改善の必要性について経営責任者に報告すること。 

c) 健全な安全文化を育成し、及び維持することにより、原子力の安全の確保についての認識が向上するようにすること。 

d) 関係法令を遵守すること。 

 

5.8 部室長 

(1) 経営責任者は、次に掲げる業務を管理監督する地位にある部室長に、当該部室長が管理監督する業務に係る責任及び

権限を与える。 

a) 個別業務のプロセスが確立され、実施されるとともに、その実効性が維持されているようにすること。 

b)部室員の個別業務等要求事項についての認識が向上するようにすること。 

c) 個別業務の実施状況に関する評価を行うこと。 

d) 健全な安全文化を育成し、及び維持すること。 

e) 関係法令を遵守すること。 

 

(2) 部室長は、本項(1)の責任及び権限の範囲において、原子力の安全のためのリーダーシップを発揮し、次に掲げる事項

を確実に実施する。 

a) 品質目標を設定し、その目標の達成状況を確認するため、業務の実施状況を監視測定すること。 

b) 部室員が、原子力の安全に対する意識を向上し、かつ、原子力の安全への取組を積極的に行えるようにすること。 

c) 原子力の安全に係る意思決定の理由及びその内容を、関係する部室員に確実に伝達すること。 

d) 常に問いかける姿勢及び学習する姿勢を部室員に定着させるとともに、部室員が、積極的に原子力施設の保安に関する
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問題の報告を行えるようにすること。 

e) 部室員が、積極的に業務の改善に対する貢献を行えるようにすること。 

(3) 部室長は、管理監督する業務に関する自己評価を、あらかじめ定められた間隔で行う。 

 

5.9 組織の内部の情報の伝達 

 経営責任者は、組織の内部の情報が適切に伝達される仕組みが確立されているようにするとともに、品質マネジメント

システムの実効性に関する情報が確実に伝達されるようにする。 

 

5.10 マネジメントレビュー 

経営責任者は、品質マネジメントシステムの実効性を評価するとともに、改善の機会を得て、保安活動の改善に必要な措

置を講ずるため、品質マネジメントシステムの評価（以下「マネジメントレビュー」という。）を、あらかじめ定められ

た間隔で行う。 

 

5.11 マネジメントレビューに用いる情報 

 研究所は、マネジメントレビューにおいて、少なくとも次に掲げる情報を報告する。 

a) 内部監査の結果 

b) 組織の外部の者の意見 

c) プロセスの運用状況 

d) 使用前事業者検査、定期事業者検査及び使用前検査（以下「使用前事業者検査等」という。）並びに自主検査等の結果 

e) 品質目標の達成状況 

f) 健全な安全文化の育成及び維持の状況 

g) 関係法令の遵守状況 

h) 不適合並びに是正処置及び未然防止処置の状況 

i) 従前のマネジメントレビューの結果を受けて講じた措置 

j) 品質マネジメントシステムに影響を及ぼすおそれのある変更 

k) 部室等又は要員からの改善のための提案 
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l) 資源の妥当性 

m) 保安活動の改善のために講じた措置の実効性 

 

5.12 マネジメントレビューの結果を受けて行う措置 

(1) 研究所は、マネジメントレビューの結果を受けて、少なくとも次に掲げる事項について決定する。 

a) 品質マネジメントシステム及びプロセスの実効性の維持に必要な改善 

b) 個別業務に関する計画及び個別業務の実施に関連する保安活動の改善 

c) 品質マネジメントシステムの実効性の維持及び継続的な改善のために必要な資源 

d) 健全な安全文化の育成及び維持に関する改善 

e) 関係法令の遵守に関する改善 

(2) 研究所は、マネジメントレビューの結果の記録を作成し、これを管理する。 

(3) 研究所は、本項(1)の決定をした事項について、必要な措置を講じる。 

 

6. 資源の管理 

6.1 資源の確保 

 研究所は、原子力の安全を確実なものにするために必要な次に掲げる資源を明確に定め、これを確保し、及び管理する。 

(1) 要員 

(2) 個別業務に必要な施設、設備及びサービスの体系 

(3) 作業環境 

(4) その他必要な資源 

 

6.2 要員の力量の確保及び教育訓練 

(1) 研究所は、個別業務の実施に必要な技能及び経験を有し、意図した結果を達成するために必要な知識及び技能並びに

それを適用する能力（以下「力量」という。）が実証された者を要員に充てる。 

(2) 研究所は、要員の力量を確保するために、保安活動の重要度に応じて、次に掲げる業務を行う。 

a) 要員にどのような力量が必要かを明確に定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



京都大学複合原子力科学研究所 核燃料物質使用施設変更承認申請書 新旧対照表  

別紙－136 

変更前 変更後 備考 

b) 要員の力量を確保するために教育訓練その他の措置を講ずる。 

c) 本項(2)b)の措置の実効性を評価する。 

d) 要員が、自らの個別業務について次に掲げる事項を認識しているようにする。 

イ） 品質目標の達成に向けた自らの貢献 

ロ） 品質マネジメントシステムの実効性を維持するための自らの貢献 

ハ） 原子力の安全に対する当該個別業務の重要性 

e) 要員の力量及び教育訓練その他の措置に係る記録を作成し、これを管理する。 

 

7. 個別業務に関する計画の策定及び個別業務の実施 

7.1 個別業務に必要なプロセスの計画 

(1) 研究所は、個別業務に必要なプロセスについて、計画を策定するとともに、そのプロセスを確立する。 

(2) 研究所は、本項(1)の計画と当該個別業務以外のプロセスに係る個別業務等要求事項との整合性を確保する。 

(3) 研究所は、個別業務に関する計画（以下「個別業務計画」という。）の策定又は変更を行うに当たり、次に掲げる事

項を明確にする。 

a) 個別業務計画の策定又は変更の目的及び当該計画の策定又は変更により起こり得る結果 

b) 機器等又は個別業務に係る品質目標及び個別業務等要求事項 

c) 機器等又は個別業務に固有のプロセス、品質マネジメント文書及び資源 

d) 使用前事業者検査等、検証、妥当性確認及び監視測定並びにこれらの個別業務等要求事項への適合性を判定するための

基準（以下「合否判定基準」という。） 

e) 個別業務に必要なプロセス及び当該プロセスを実施した結果が個別業務等要求事項に適合することを実証するために

必要な記録 

(4) 研究所は、策定した個別業務計画を、その個別業務の作業方法に適したものとする。 

 

7.2 個別業務等要求事項 

7.2.1 個別業務等要求事項として明確にすべき事項 

研究所は、次に掲げる事項を個別業務等要求事項として明確に定める。 
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変更前 変更後 備考 

a) 組織の外部の者が明示してはいないものの、機器等又は個別業務に必要な要求事項 

b) 関係法令  

c) 本項 a)及び b)に掲げるもののほか、研究所が必要とする要求事項 

 

7.2.2 個別業務等要求事項のレビュー 

(1) 研究所は、機器等の使用又は個別業務の実施に当たり、あらかじめ、個別業務等要求事項のレビューを実施する。 

(2) 研究所は、本項(1)のレビューを実施するに当たり、次に掲げる事項を確認する。 

a) 当該個別業務等要求事項が定められていること。 

b) 当該個別業務等要求事項が、あらかじめ定められた個別業務等要求事項と相違する場合においては、その相違点が解明

されていること。 

c) 研究所が、あらかじめ定められた個別業務等要求事項に適合するための能力を有していること。 

(3) 研究所は、本項(1)のレビューの結果の記録及び当該レビューの結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し、これを

管理する。 

(4) 研究所は、個別業務等要求事項が変更された場合においては、関連する文書が改定されるようにするとともに、関連

する要員に対し変更後の個別業務等要求事項が周知されるようにする。 

 

7.2.3 組織の外部の者との情報の伝達等 

 研究所は、組織の外部の者からの情報の収集及び組織の外部の者への情報の伝達のために、実効性のある方法を明確に

定め、これを実施する。 

 

7.3 設計開発 

7.3.1 設計開発計画 

 (1) 研究所は、設計開発（専ら使用施設等において用いるための設計開発に限る。）の計画（以下「設計開発計画」とい

う。）を策定するとともに、設計開発を管理する。 

(2) 研究所は、設計開発計画の策定において、次に掲げる事項を明確にする。 

a) 設計開発の性質、期間及び複雑さの程度 
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変更前 変更後 備考 

b) 設計開発の各段階における適切なレビュー、検証及び妥当性確認の方法並びに管理体制 

c) 設計開発に係る部室及び部室員の責任及び権限 

d) 設計開発に必要な研究所の内部及び外部の資源 

(3) 研究所は、実効性のある情報の伝達並びに責任及び権限の明確な割当てがなされるようにするために、設計開発に関

与する各者間の連絡を管理する。 

(4) 研究所は、本項(1)の規定により策定された設計開発計画を、設計開発の進行に応じて適切に変更する。 

 

7.3.2 設計開発に用いる情報 

(1) 研究所は、個別業務等要求事項として設計開発に用いる情報であって、次に掲げるものを明確に定めるとともに、当

該情報に係る記録を作成し、これを管理する。 

a) 機能及び性能に係る要求事項 

b) 従前の類似した設計開発から得られた情報であって、当該設計開発に用いる情報として適用可能なもの 

c) 関係法令 

d) その他設計開発に必要な要求事項 

(2) 研究所は、設計開発に用いる情報について、その妥当性を評価し、承認する。 

 

7.3.3 設計開発の結果に係る情報 

(1) 研究所は、設計開発の結果に係る情報を、設計開発に用いた情報と対比して検証することができる形式により管理す

る。 

(2) 研究所は、設計開発の次の段階のプロセスに進むに当たり、あらかじめ、当該設計開発の結果に係る情報を承認する。 

(3) 研究所は、設計開発の結果に係る情報を、次に掲げる事項に適合させる。 

a) 設計開発に係る個別業務等要求事項に適合するものであること。 

b) 調達、機器等の使用及び個別業務の実施のために適切な情報を提供するものであること。 

c) 合否判定基準を含むものであること。 

d) 機器等を安全かつ適正に使用するために不可欠な当該機器等の特性が明確であること。 
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変更前 変更後 備考 

7.3.4 設計開発レビュー 

(1) 研究所は、設計開発の適切な段階において、設計開発計画に従って、次に掲げる事項を目的とした体系的なレビュー

（以下「設計開発レビュー」という。）を実施する。 

a) 設計開発の結果の個別業務等要求事項への適合性について評価すること。 

b) 設計開発に問題がある場合においては、当該問題の内容を明確にし、必要な措置を提案すること。 

(2) 研究所は、設計開発レビューに、当該設計開発レビューの対象となっている設計開発段階に関連する部室長及び当該

設計開発に係る専門家を参加させる。 

(3) 研究所は、設計開発レビューの結果の記録及び当該設計開発レビューの結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し、

これを管理する。 

 

7.3.5 設計開発の検証 

(1) 研究所は、設計開発の結果が個別業務等要求事項に適合している状態を確保するために、設計開発計画に従って検証

を実施する。 

(2) 研究所は、本項(1)の検証の結果の記録及び当該検証の結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し、これを管理する。 

(3) 研究所は、当該設計開発を行った要員に本項(1)の検証をさせない。 

 

7.3.6 設計開発の妥当性確認 

(1) 研究所は、設計開発の結果の個別業務等要求事項への適合性を確認するために、設計開発計画に従って、当該設計開

発の妥当性確認（以下この条項において「設計開発妥当性確認」という。）を実施する。 

(2) 研究所は、機器等の使用又は個別業務の実施に当たり、あらかじめ、設計開発妥当性確認を完了させておく。 

(3) 研究所は、設計開発妥当性確認の結果の記録及び当該設計開発妥当性確認の結果に基づき講じた措置に係る記録を作

成し、これを管理する。 

 

7.3.7 設計開発の変更の管理 

(1) 研究所は、設計開発の変更を行った場合においては、当該変更の内容を識別することができるようにするとともに、

当該変更に係る記録を作成し、これを管理する。 
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変更前 変更後 備考 

(2) 研究所は、設計開発の変更を行うに当たり、あらかじめ、レビュー、検証及び妥当性確認を行い、変更を承認する。 

(3) 研究所は、本項(2)のレビューにおいて、設計開発の変更が使用施設等に及ぼす影響の評価（使用施設等を構成する材

料又は部品に及ぼす影響の評価を含む。）を行う。 

(4) 研究所は、本項(2)のレビュー、検証及び妥当性確認の結果の記録及びその結果に基づき講じた措置に係る記録を作成

し、これを管理する。 

 

7.4 調達 

7.4.1 調達プロセス 

(1) 研究所は、調達する物品又は役務（以下「調達物品等」という。）を、自ら規定する調達物品等に係る要求事項（以

下「調達物品等要求事項」という。）に適合させる。 

(2) 研究所は、保安活動の重要度に応じて、調達物品等の供給者及び調達物品等に適用される管理の方法及び程度を定め

る。この場合において、一般産業用工業品については、調達物品等の供給者等から必要な情報を入手し、当該一般産業用

工業品が調達物品等要求事項に適合していることを確認できるように、管理の方法及び程度を定める。 

(3) 研究所は、調達物品等要求事項に従い、調達物品等を供給する能力を根拠として調達物品等の供給者を評価し、選定

する。 

(4) 研究所は、調達物品等の供給者の評価及び選定に係る判定基準を定める。 

 

(5) 研究所は、本項(3)の評価の結果の記録及び当該評価の結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し、これを管理する。 

(6) 研究所は、調達物品等を調達する場合には、個別業務計画において、適切な調達の実施に必要な事項（当該調達物品

等の調達後におけるこれらの維持又は運用に必要な技術情報（使用施設等の保安に係るものに限る。）の取得及び当該情

報を他の原子力事業者等と共有するために必要な措置に関する事項を含む。）を定める。 

 

7.4.2 調達物品等要求事項 

(1) 研究所は、調達物品等に関する情報に、次に掲げる調達物品等要求事項のうち、該当するものを含める。 

a) 調達物品等の供給者の業務のプロセス及び設備に係る要求事項 

b) 調達物品等の供給者の要員の力量に係る要求事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



京都大学複合原子力科学研究所 核燃料物質使用施設変更承認申請書 新旧対照表  

別紙－141 

変更前 変更後 備考 

c) 調達物品等の供給者の品質マネジメントシステムに係る要求事項 

d) 調達物品等の不適合の報告及び処理に係る要求事項 

e) 調達物品等の供給者が健全な安全文化を育成し、及び維持するために必要な要求事項 

f) 一般産業用工業品を機器等に使用するに当たっての評価に必要な要求事項 

g) その他調達物品等に必要な要求事項 

(2) 研究所は、調達物品等要求事項として、研究所が調達物品等の供給者の工場等において使用前事業者検査等その他の

個別業務を行う際の原子力規制委員会の職員による当該工場等への立入りに関することを含める。 

(3) 研究所は、調達物品等の供給者に対し調達物品等に関する情報を提供するに当たり、あらかじめ、当該調達物品等要

求事項の妥当性を確認する。 

(4) 研究所は、調達物品等を受領する場合には、調達物品等の供給者に対し、調達物品等要求事項への適合状況を記録し

た文書を提出させる。 

 

7.4.3 調達物品等の検証 

(1) 研究所は、調達物品等が調達物品等要求事項に適合しているようにするために必要な検証の方法を定め、実施する。 

(2) 研究所は、調達物品等の供給者の工場等において調達物品等の検証を実施することとしたときは、当該検証の実施要

領及び調達物品等の供給者からの出荷の可否の決定の方法について調達物品等要求事項の中で明確に定める。 

 

7.5 個別業務の実施 

7.5.1 個別業務の管理 

 研究所は、個別業務計画に基づき、個別業務を次に掲げる事項（当該個別業務の内容等から該当しないと認められるも

のを除く。）に適合するように実施する。 

a) 使用施設等の保安のために必要な情報が利用できる体制にあること。 

b) 手順書等が必要な時に利用できる体制にあること。 

c) 当該個別業務に見合う設備を使用していること。 

d) 監視測定のための設備が利用できる体制にあり、かつ、当該設備を使用していること。 

e) 8.4 項の規定に基づき監視測定を実施していること。 
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変更前 変更後 備考 

f) 品質マネジメント計画書の規定に基づき、プロセスの次の段階に進むことの承認を行っていること。 

 

7.5.2 個別業務の実施に係るプロセスの妥当性確認 

(1) 研究所は、個別業務の実施に係るプロセスについて、それ以降の監視測定では当該プロセスの結果を検証することが

できない場合（個別業務が実施された後にのみ不適合その他の事象が明確になる場合を含む。）においては、妥当性確認

を行う。 

(2) 研究所は、本項(1)のプロセスが個別業務計画に定めた結果を得ることができることを、同項の妥当性確認によって実

証する。 

(3) 研究所は、妥当性確認を行った場合は、その結果の記録を作成し、これを管理する。 

(4) 研究所は、本項(1)の妥当性確認の対象とされたプロセスについて、次に掲げる事項（当該プロセスの内容等から該当

しないと認められるものを除く。）を明確にする。 

a) 当該プロセスのレビュー及び承認のための判定基準 

b) 妥当性確認に用いる設備の承認及び要員の力量を確認する方法 

c) 妥当性確認の方法 

 

7.5.3 識別管理 

研究所は、個別業務計画及び個別業務の実施に係る全てのプロセスにおいて、適切な手段により、機器等及び個別業務の

状態を識別し、管理する。 

 

7.5.4 トレーサビリティの確保 

研究所は、トレーサビリティ（機器等の使用又は個別業務の実施に係る履歴、適用又は所在を追跡できる状態をいう。）

の確保が個別業務等要求事項である場合においては、機器等又は個別業務を識別し、これを記録するとともに、当該記録

を管理する。 

 

7.5.5 組織の外部の者の物品 

研究所は、組織の外部の者の物品を所持している場合においては、必要に応じ、記録を作成し、これを管理する。 
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変更前 変更後 備考 

 

7.5.6 調達物品の管理 

 研究所は、調達した物品が使用されるまでの間、当該物品を調達物品等要求事項に適合するように管理（識別表示、取

扱い、包装、保管及び保護を含む。）する。 

 

7.6 監視測定のための設備の管理 

(1) 研究所は、機器等又は個別業務の個別業務等要求事項への適合性の実証に必要な監視測定及び当該監視測定のための

設備を明確に定める。 

(2) 研究所は、本項(1)の監視測定について、実施可能であり、かつ、当該監視測定に係る要求事項と整合性のとれた方法

で実施する。 

(3) 研究所は、監視測定の結果の妥当性を確保するために、監視測定のために必要な設備を、次に掲げる事項に適合させ

る。 

a) あらかじめ定められた間隔で、又は使用の前に、計量の標準まで追跡することが可能な方法（当該計量の標準が存在し

ない場合にあっては、校正又は検証の根拠について記録する方法）により校正又は検証がなされていること。 

b) 校正の状態が明確になるよう、識別されていること。 

c) 所要の調整がなされていること。 

d) 監視測定の結果を無効とする操作から保護されていること。 

e) 取扱い、維持及び保管の間、損傷及び劣化から保護されていること。 

(4) 研究所は、監視測定のための設備に係る要求事項への不適合が判明した場合においては、従前の監視測定の結果の妥

当性を評価し、これを記録する。 

(5) 研究所は、本項(4)の場合において、当該監視測定のための設備及び同項の不適合により影響を受けた機器等又は個別

業務について、適切な措置を講じる。 

(6) 研究所は、監視測定のための設備の校正及び検証の結果の記録を作成し、これを管理する。 

(7) 研究所は、監視測定においてソフトウェアを使用することとしたときは、その初回の使用に当たり、あらかじめ、当

該ソフトウェアが意図したとおりに当該監視測定に適用されていることを確認する。 
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8. 評価及び改善 

8.1 監視測定、分析、評価及び改善 

(1) 研究所は、監視測定、分析、評価及び改善に係るプロセスを計画し、実施する。 

(2) 研究所は、要員が本項(1)の監視測定の結果を利用できるようにする。 

 

8.2 組織の外部の者の意見 

(1) 研究所は、監視測定の一環として、原子力の安全の確保に対する組織の外部の者の意見を把握する。 

(2) 研究所は、本項(1)の意見の把握及び当該意見の反映に係る方法を明確に定める。 

 

8.3 内部監査 

(1) 研究所は、品質マネジメントシステムについて、次に掲げる要件への適合性を確認するために、保安活動の重要度に

応じて、あらかじめ定められた間隔で、客観的な評価を行う内部監査責任者及び内部監査委員会により内部監査を実施す

る。 

a) この規則の規定に基づく品質マネジメントシステムに係る要求事項 

b) 実効性のある実施及び実効性の維持 

(2) 研究所は、内部監査の判定基準、監査範囲、頻度、方法及び責任を定める。 

(3) 研究所は、内部監査の対象となり得る部門、個別業務、プロセスその他の領域（以下単に「領域」という。）の状態

及び重要性並びに従前の監査の結果を考慮して内部監査の対象を選定し、かつ、内部監査の実施に関する計画（以下「内

部監査実施計画」という。）を策定し、及び実施することにより、内部監査の実効性を維持する。 

(4) 研究所は、内部監査責任者及び内部監査委員会委員（以下「内部監査委員等」という。）の選定及び内部監査の実施

においては、客観性及び公平性を確保する。 

(5) 研究所は、内部監査委員等又は部室長に自らの個別業務又は管理下にある個別業務に関する内部監査をさせない。 

(6) 研究所は、内部監査実施計画の策定及び実施並びに内部監査結果の報告並びに記録の作成及び管理について、その責

任及び権限並びに内部監査に係る要求事項を手順書等に定める。 

(7) 研究所は、内部監査の対象として選定された領域に責任を有する部室長に内部監査結果を通知する。 

(8) 研究所は、不適合が発見された場合には、本項(7)の通知を受けた部室長に、不適合を除去するための措置及び是正処
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置を遅滞なく講じさせるとともに、当該措置の検証を行わせ、その結果を報告させる。 

 

8.4 プロセスの監視測定 

(1) 研究所は、プロセスの監視測定を行う場合においては、当該プロセスの監視測定に見合う方法により、これを行う。 

(2) 研究所は、本項(1)の監視測定の実施に当たり、保安活動の重要度に応じて、保安活動指標を用いる。 

(3) 研究所は、本項(1)の方法により、プロセスが 5.5 項(1)及び 7.1 項(1)の計画に定めた結果を得ることができることを

実証する。 

(4) 研究所は、本項(1)の監視測定の結果に基づき、保安活動の改善のために、必要な措置を講じる。 

(5) 研究所は、5.5 項(1)及び 7.1項(1)の計画に定めた結果を得ることができない場合又は当該結果を得ることができない

おそれがある場合においては、個別業務等要求事項への適合性を確保するために、当該プロセスの問題を特定し、当該問

題に対して適切な措置を講じる。 

 

8.5 機器等の検査等 

(1) 研究所は、機器等に係る要求事項への適合性を検証するために、個別業務計画に従って、個別業務の実施に係るプロ

セスの適切な段階において、使用前事業者検査等又は自主検査等を実施する。 

(2) 研究所は、使用前事業者検査等又は自主検査等の結果に係る記録を作成し、これを管理する。 

(3) 研究所は、プロセスの次の段階に進むことの承認を行った要員を特定することができる記録を作成し、これを管理す

る。 

(4) 研究所は、個別業務計画に基づく使用前事業者検査等又は自主検査等を支障なく完了するまでは、プロセスの次の段

階に進むことの承認をしない。ただし、当該承認の権限を持つ要員が、個別業務計画に定める手順により特に承認をする

場合は、この限りでない。 

(5) 研究所は、保安活動の重要度に応じて、使用前事業者検査等の独立性（使用前事業者検査等を実施する要員をその対

象となる機器等を所管する部室に属する要員と部室を異にする要員とすることその他の方法により、使用前事業者検査等

の中立性及び信頼性が損なわれないことをいう。）を確保する。 

(6) 本項(5)の規定は、自主検査等について準用する。この場合において、「部室を異にする要員」とあるのは「必要に応

じて部室を異にする要員」と読み替えるものとする。 
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8.6 不適合管理 

(1) 研究所は、個別業務等要求事項に適合しない機器等が使用され、又は個別業務が実施されることがないよう、当該機

器等又は個別業務を特定し、これを管理する。 

(2) 研究所は、不適合の処理に係る管理並びにそれに関連する責任及び権限を手順書等に定める。 

(3) 研究所は、次に掲げる方法のいずれかにより、不適合を処理する。 

a) 発見された不適合を除去するための措置を講ずること。 

b) 不適合について、あらかじめ定められた手順により原子力の安全に及ぼす影響について評価し、機器等の使用又は個別

業務の実施についての承認を行うこと（以下「特別採用」という。）。 

c) 機器等の使用又は個別業務の実施ができないようにするための措置を講ずること。 

d) 機器等の使用又は個別業務の実施後に発見した不適合については、その不適合による影響又は起こり得る影響に応じて

適切な措置を講ずること。 

(4) 研究所は、不適合の内容の記録及び当該不適合に対して講じた措置（特別採用を含む。）に係る記録を作成し、これ

を管理する。 

(5) 研究所は、本項(3)a)の措置を講じた場合においては、個別業務等要求事項への適合性を実証するための検証を行う。 

 

8.7 データの分析及び評価 

(1) 研究所は、品質マネジメントシステムが実効性のあるものであることを実証するため、及び当該品質マネジメントシ

ステムの実効性の改善の必要性を評価するために、適切なデータ（監視測定の結果から得られたデータ及びそれ以外の関

連情報源からのデータを含む。）を明確にし、収集し、及び分析する。 

(2) 研究所は、本項(1)のデータの分析及びこれに基づく評価を行い、次に掲げる事項に係る情報を得る。 

a) 組織の外部の者からの意見の傾向及び特徴その他分析により得られる知見 

b) 個別業務等要求事項への適合性 

c) 機器等及びプロセスの特性及び傾向（是正処置を行う端緒となるものを含む。） 

d) 調達物品等の供給者の供給能力 
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8.8 継続的改善 

 研究所は、品質マネジメントシステムの継続的な改善を行うために、品質方針及び品質目標の設定、マネジメントレビ

ュー及び内部監査の結果の活用、データの分析並びに是正処置及び未然防止処置の評価を通じて改善が必要な事項を明確

にするとともに、当該改善の実施その他の措置を講じる。 

 

8.9 是正処置等 

(1) 研究所は、個々の不適合その他の事象が原子力の安全に及ぼす影響に応じて、次に掲げるところにより、速やかに適

切な是正処置を講じる。 

a) 是正処置を講ずる必要性について、次に掲げる手順により評価を行う。 

イ） 不適合その他の事象の分析及び当該不適合の原因の明確化 

ロ） 類似の不適合その他の事象の有無又は当該類似の不適合その他の事象が発生する可能性の明確化 

b) 必要な是正処置を明確にし、実施する。 

c) 講じた全ての是正処置の実効性の評価を行う。 

d) 必要に応じ、計画において決定した保安活動の改善のために講じた措置を変更する。 

e) 必要に応じ、品質マネジメントシステムを変更する。 

f) 原子力の安全に及ぼす影響の程度が大きい不適合に関して、根本的な原因を究明するために行う分析の手順を確立し、

実施する。 

g) 講じた全ての是正処置及びその結果の記録を作成し、これを管理する。 

(2) 研究所は、本項(1)a)～g)に掲げる事項について、手順書等に定める。 

(3) 研究所は、手順書等に基づき、複数の不適合その他の事象に係る情報から類似する事象に係る情報を抽出し、その分

析を行い、当該類似の事象に共通する原因を明確にした上で、適切な措置を講じる。 

 

8.10未然防止処置 

(1) 研究所は、原子力施設その他の施設の運転経験等の知見を収集し、自らの組織で起こり得る不適合の重要性に応じて、

次に掲げるところにより、適切な未然防止処置を講じる。 

a) 起こり得る不適合及びその原因について調査すること。 
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b) 未然防止処置を講ずる必要性について評価すること。 

c) 必要な未然防止処置を明確にし、実施すること。 

d) 講じた全ての未然防止処置の実効性の評価を行うこと。 

e) 講じた全ての未然防止処置及びその結果の記録を作成し、これを管理すること。 

(2) 研究所は、本項(1)a)～e)に掲げる事項について、手順書等に定める。 

 

9. 政令第 41条各号に掲げる核燃料物質を使用しない使用施設等に係る品質管理に必要な体制 

 

(1) 研究所は、政令第 41条各号に掲げる核燃料物質を使用しない使用施設等（非該当施設）の保安のための業務に係る

品質管理に関し、次に掲げる措置を講じる。 

 a) 個別業務に関し、継続的な改善を計画的に実施し、これを評価する。 

 b) 前号の措置に係る記録を作成し、これを管理する。 

(2) 研究所は、前項に規定する措置に関し、原子力の安全を確保することの重要性を認識し、原子力の安全がその以外の

事由により損なわれないようにする。 

 
添付書類（原子炉等規制法施行令第 38 条第 2 項に定める書類） 

 

１．核燃料物質の使用に必要な技術的能力に関する説明書 

 

京都大学複合原子力科学研究所では、学長が総理し、所長が統括し、安全管理本部の下で実験用核燃料部が保安活動を

行う。保安活動は、実験用核燃料部長が棟核燃料担当者及び貯蔵庫管理者に指示し、核燃料物質の管理及び施設の保全を

行い、放射線管理部は放射線管理を行う。また、原子炉安全委員会は、所長の諮問により、核燃料物質の使用に係る安全

性の検討を行う。核燃料取扱主務者は、実験用核燃料部に対して保安活動に係る助言を行う。 

 

京都大学複合原子力科学研究所内の核燃料物質使用施設、原子炉施設及び放射性同位元素等使用施設は、使用承認を受

けてから既に 50年以上経過しており、核燃料取扱主任者免状を有する者は 1 名、原子炉主任技術者有資格者は 4名である。

また、放射性同位元素の取扱い、放射線についての専門知識及び経験を有する第 1 種放射線取扱主任者有資格者は、現在
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28 名である。さらに、施設の保全に必要な資機材及び職員も十分に配置されており、核燃料物質の使用に関する今回の変

更に対しても十分な技術的能力を有している。 

本研究所において、常時核燃料物質を使用するものは、研究者で約 30 名、技術者で約 5名であり、いずれも核燃料物質

の使用に関する教育を受けた者である。研究者のうち約 10 名は 20 年以上の使用経験を有する。また、本研究所は共同利

用研究所であるため、外来研究員に対しても核燃料物質を使用する研究を行わせるが、この場合には、核燃料物質の使用

について専門知識と経験を有する本研究所の職員の指導及び管理の下に核燃料物質を使用させ、安全を確保することとし

ている。 

 

実験用核燃料物質の安全管理組織（図Ⅷ－１）により核燃料物質使用の安全を確保する。即ち 

１． 核燃料物質の使用に係る安全性の検討は、所長の諮問により原子炉安全委員会が行う。 

２． 核燃料物質の使用に係る放射線障害の発生の防止に関する事項の審議は、所長の諮問により放射線障害防止委

員会が行う。 

３． 核燃料物質の円滑な取り扱いについての必要な事項は、実験用核燃料部が行う。 

４． 核燃料物質の取り扱いの管理については、各施設の棟核燃料担当者及び貯蔵庫管理者が分担し、総括は実験用

核燃料部で行い、核燃料取扱主務者が必要な助言と勧告を行う。 

５． 核燃料物質の計量管理については、所定区域の計量管理作業者が分担し、計量管理担当者がまとめを行い、全

体について計量管理責任者が監督と指導を行う。 

６． 核燃料物質の使用に係る放射線管理は、放射線管理部が行う。 

７． 放射性廃棄物の処理は放射性廃棄物処理部が行う。 

８． 核燃料物質の使用に係る事故等に関しては、中央管理室長が指揮・命令を行う。 
 

また、核燃料物質使用に携わる放射線業務従事者等の技術的能力の維持・向上を図るため、以下の通り保安教育・訓練

等を計画的に行う。 

・保安教育（訓練）に関する年度方針の作成と実施計画の作成により、保安教育を計画的に実施する。 

・放射線業務従事者等の資質向上を図るため、必要な資格取得の奨励の他、研修会、講習会などへ関係者を参加させ、資

格取得と最新情報を習得する。 
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２．使用施設等の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書 

 

2.1. 保安活動における品質管理に必要な体制 

 

 使用施設等の保安管理及び品質マネジメントシステムに係る組織は、図Ⅷ－２に掲げるとおりとする。 

保安活動は、核燃料物質使用施設保安規定（以下、「保安規定」という。）に基づき、保安に係る組織に属する各職位が、

定められた職位を遂行し、保安活動の計画、実施、評価及び継続的な改善を行う。 

 

2.2. 保安活動に係る品質マネジメント活動 

 

 品質マネジメントシステムが、品質管理基準規則第４条に適合するよう策定された「品質マネジメント計画書」に基づ

き、安全に係る品質マネジメントシステムを確立し、文書化し、実施し、その実効性を維持するとともに、その有効性に

ついて継続的に改善する。 

また、保安規定に定める保安に係る組織に従った体制の下、以下に掲げる業務を行うことによって品質マネジメントシス

テムを実証する。 

(1) 品質方針を定めること。 

(2) 品質目標が定められているようにすること。 

(3) 要員が、健全な安全文化を育成し、及び維持することに貢献できるようにすること。 

(4) 第４９条の６に規定するマネジメントレビューを実施すること。 

(5) 資源を利用できる体制を確保すること。 

(6) 関係法令を遵守することその他原子力の安全を確保することの重要性を要員に周知すること。 

(7) 保安活動に関する担当業務を理解し、遂行する責任を有することを要員に認識させること。 

(8) 全ての階層で行われる決定が、原子力の安全の確保について、その優先順位及び説明する責任を考慮して確実に行わ

れるようにすること。 
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2.3.  品質マネジメント体制及び役割分担 

 

 京都大学複合原子力科学研究所では、学長が総理し、所長が統括し、安全管理本部の下で実験用核燃料部が保安活動を

行う。保安活動は、実験用核燃料部長が棟核燃料担当者及び貯蔵庫管理者に指示し、核燃料物質の管理及び施設の保全を

行い、放射線管理部は放射線管理を行う。また、原子炉安全委員会は、所長の諮問により、核燃料物質の使用に係る安全

性の検討を行う。核燃料取扱主務者は、実験用核燃料部に対して保安活動に係る助言を行う。 

 

京都大学複合原子力科学研究所では、保安規定に基づく保安管理組織に従い、学長をトップマネジメントとした品質マ

ネジメント体制の下、以下のように品質マネジメント活動を実施する。 

学長は、使用施設等の設計、運転等に係る品質マネジメント活動のトップマネジメントとして、品質マネジメント計画

書に基づき責任及び権限を明確にして体系的な活動を実施する。また、使用施設等の設計、運転等に係る品質マネジメン

ト活動を総理し、内部監査を実施するとともに、品質マネジメントシステムの有効性と改善の必要性を評価するマネジメ

ントレビューを実施して品質マネジメント活動を継続的に改善する。所長は、使用施設等の設計、運転等に係る品質マネ

ジメント活動の品質マネジメントシステムに必要なプロセスの確立、実施及び維持を確実にする。また、その実施状況及

び改善の必要性について学長へ報告するとともに、業務に従事する要員に対して安全文化を育成及び維持すること、関係

法令を遵守すること及び原子力の安全を確保することの認識を高めることを確実にする。 

所長は、使用施設等の設計、運転等に係る品質マネジメント活動を統括する。 

原子炉安全委員会では、所長の諮問により、核燃料物質の使用に係る安全性の検討を行う。 

保安に係る各組織は、保安活動の計画、実施、評価及び継続的な改善を含む品質マネジメント活動を実施する。 

原子炉等規制法に基づき事業者が行う使用前検査は、検査の中立性及び信頼性が損なわれないよう検査する要員の独立

性を確保するため、検査プロセスを管理する責任者の下に検査体制を整備し、適切な段階で実施する。 

 
 




